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※ 本資料において、「
*
」印が付いている用語は参考資料 (Ｐ113～)にて解説があります。  



2 

 

目 次 

 

 

１ はじめに ................................................................. 4 

 １－１ 改定の趣旨 ........................................................ 5 

 １－２ 計画の位置付け .................................................... 6 

 １－３ 計画期間 .......................................................... 7 

 

２ 千葉市の下水道 ........................................................... 8 

 ２－１ 事業の概要 ........................................................ 9 

 ２－２ 施設の概要 ....................................................... 12 

 

３ 現状と課題 .............................................................. 14 

３－１ 建設投資の適正化 ................................................. 15 

 ３－２ 財政運営と人材育成 ............................................... 27 

 ３－３ 社会・経済情勢の変化 ............................................. 33 

 

４ 経営理念・基本方針 ...................................................... 40 

４－１ 経営理念 ......................................................... 41 

４－２ 基本方針 ......................................................... 42 

 ４－３ 計画の体系 ....................................................... 43 

 ４－４ 他計画との関連 ................................................... 44 

 

５ 主要施策 ................................................................ 46 

 基本方針Ⅰ 安全・安心で快適な生活を支える下水道 .......................... 46 

  施策Ⅰ－１ 浸水被害の軽減と対策の強化 .................................. 47 

  施策Ⅰ－２ 地震時における機能の確保 .................................... 54 

  施策Ⅰ－３ ストックマネジメントの推進 .................................. 59 

  施策Ⅰ－４ 施設の再構築 ............................................... 65 

  施策Ⅰ－５ 未普及地域の解消............................................ 67 

 基本方針Ⅱ 環境の保全と循環型社会を目指す下水道 .......................... 70 

  施策Ⅱ－１ 水質・水量の管理............................................ 71 

施策Ⅱ－２ 高度処理の推進.............................................. 73 

  施策Ⅱ－３ 地球温暖化対策の推進........................................ 75 

  施策Ⅱ－４ 資源の有効利用 ............................................. 77 

  施策Ⅱ－５ 自然と調和した景観づくり .................................... 79 

 

 



3 

目 次 

 

 

基本方針Ⅲ 健全な経営に基づいた持続可能な下水道 .......................... 80 

  施策Ⅲ－１ 経営基盤の強化 ............................................. 81 

  施策Ⅲ－２ 官民連携の推進 ............................................. 86 

  施策Ⅲ－３ 広域化・共同化の推進........................................ 88 

  施策Ⅲ－４ 人材の育成 ................................................. 90 

  施策Ⅲ－５ 広報による理解の促進........................................ 91 

 

６ 収支計画 ................................................................ 94 

６－１ 収支の見通し ..................................................... 95 

６－２ 財政運営の方針 ................................................... 98 

 ６－３ 投資・財政計画 ................................................... 99 

 

７ 運用・評価・改善 ....................................................... 106 

 ７－１ 運用・評価・改善 ................................................ 107 

 

 

参考 ........................................................................ 108 

◇主要年表 ................................................................. 109 

◇数値・指標目標一覧 ....................................................... 111 

◇用語解説 ................................................................. 113 

 

  



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１ はじめに 
 
 

1-1 改定の趣旨 

 

1-2 計画の位置付け 

 

1-3 計画期間 



5 

  
 

１－１ 改定の趣旨   

１ 

は
じ
め
に 

 
 

 

 

下水道は、生活排水等の汚水*処理による衛生的な生活環境の実現や、海や河川等の公共用

水域
*
の水質保全、大雨等による浸水被害を軽減するための雨水排除など、私たちの安全・安

心で快適な生活に欠かせない重要なライフラインとなっています。 

 

本市では、２０２１（令和３）年３月に「千葉市下水道事業中長期経営計画‐２０２１（令

和３）年度～２０３２（令和１４）年度‐」（以下、「経営計画」という。）を策定し、浸水被

害の軽減や下水道施設の耐震化
*
など防災・減災対策、また、老朽化した下水道施設の急激な

増加に伴う改築
*
更新など、計画的に事業を推進するとともに、コロナ禍においても適正な維

持管理により、下水道の機能を維持してきました。 

 

こうした中、本市の下水道は、人口減少社会の到来による下水道使用料収入の減少や、近

年の局地的な大雨等の自然災害の増加、老朽化した下水道施設の急増な増加に加え、計画策

定時に想定していなかった新型コロナウイルス感染症拡大による社会活動の低下による下

水道使用料収入の減少、並びに、世界的な物価高騰及び燃料価格の上昇など、下水道事業を

取り巻く環境はより一層、厳しさを増しつつあります。 

 

また、２０５０年カーボンニュートラルの実現に向けた温室効果ガス
*
削減や、リン

*
価格

の高騰に伴う下水汚泥*資源の肥料利用の拡大など、脱炭素社会への貢献や循環型社会*の構

築など、社会的な要請にも対応していく必要があります。 

 

このように下水道事業を取り巻く環境が大きく変化し、厳しい財政運営や事業運営が見込

まれる状況においても、将来にわたって安定的に事業を継続させていく必要があることか

ら、社会情勢の変化を踏まえた収支計画の見直しや事業のさらなる選択と集中を行うなどの

改定を行いました。 
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１－１ 改定の趣旨 
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１－２ 計画の位置付け   

１ 

は
じ
め
に 

 
 

 

 

本市の総合計画は、市政の基本理念や基本目標を掲げた「千葉市基本構想」のもと、将来

を見据えた中長期的な市政運営の基本方針となる「千葉市基本計画」と、新たに開始する事

業や今までより拡充する事業を中心に具体的に示す計画である「実施計画」で構成されてい

ます。 

これらの本市の上位計画との整合を図るとともに、国土交通省の「新下水道ビジョン
*
」、

「新下水道ビジョン加速戦略」で掲げている施策を踏まえているほか、流域別下水道整備総

合計画
*
、千葉県全県域汚水適正処理構想

*
を上位計画としている全体計画・事業計画

*
との整

合も図りながら、具体的な取組みや達成すべき目標を設定しています。 

また、本計画は、総務省が策定を要請している「経営戦略」に位置付けるとともに、市が

策定した千葉市公共施設等総合管理計画に基づく「個別施設計画」に位置付けています。 
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１－２ 計画の位置付け 

実施計画

基本計画

千葉市

基本構想

流域別下水道整備総合計画

（都道府県策定）
全体計画

事業計画

【下水道の主な個別計画】

千葉市全市域汚水適正処理基本構想

千葉市下水道総合地震対策計画

千葉市雨水対策重点地区整備基本方針

千葉市下水道ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ計画

千葉市下水道事業中長期経営計画

千葉県全県域

汚水適正処理構想

新下水道ビジョン
（国土交通省）

新下水道ビジョン

加速戦略
（国土交通省）

経営戦略

の策定要請
（総務省）

千葉市の計画

下水道法の計画

反映

反
映

反映 調整

国の施策

施策の方向性

財政マネジメントの

向上等

公共施設等総合管理計画

の策定要請

（総務省）
千葉市公共施設等総合管理計画 公共施設等の

適正管理

個別施設計画
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１－３ 計画期間   

１ 

は
じ
め
に 

 
 

 

 

計画期間は、中長期的な視点をもって事業の運営に取り組んでいく必要があるほか、市の

上位計画に当たる市政運営の基本方針となる基本計画との整合を図るため、２０２１（令和

３）年度～２０３２（令和１４）年度の１２年間とします。 

また、現計画の運用を開始後、策定時に想定していなかった社会情勢の変化により、経営

環境が大きく変化し、見通しが著しく不透明になったため、当初想定していた令和１４年度

までの適正な収支推計は困難であると判断しました。 そのため、使用料算定期間の目安 ※

(３～５年）に準拠し、収支計画期間を２０２７（令和９）年度までとして、２０２８（令和

１０）年度以降についてはあらためて検討します。 
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１－３ 計画期間 

 
※ 出典：「下水道使用料算定の基本的考え方」（国土交通省  昭和 62 年（当時建設省）作成）

 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度令和11年度令和12年度令和13年度令和14年度

千葉市基本計画（令和５年度～令和１４年度）

千葉市基本構想（平成１１年１２月１５日市議会議決）

千葉市下水道事業中長期経営計画
２０２１（令和３）年度～２０３２（令和１４）年度

収支計画期間 ①

千葉市下水道事業中長期経営計画の見直し（長期の適正な収支推計）
収支計画期間①： ～２０２７（令和９）年度まで

収支計画期間②： ２０２８（令和１０）年度以降 ～

収支計画期間 ②

見直し

見直し
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２ 千葉市の下水道 
 
 

2-1 事業の概要 

 

2-2 施設の概要 
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２－１ 事業の概要   

１ 

は
じ
め
に 

 
 

 

 

■普及状況 

本市の下水道事業
※
は、１９３５（昭和１０）年に雨水排除を目的に都市計画事業の一

環として事業に着手して以来、８８年間にわたって下水道の整備を進めてきました。 

その結果、２０２３（令和５）年３月末現在の処理区域内人口*は９５２，３２５人、下

水道処理人口普及率
*
は９７．５％、処理区域面積は１２，２９９ｈａ（処理区域内人口密

度７７．４人/ｈａ）と、汚水
*
整備は概ね完成に近づいています。 
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  ※本市では、下水道事業のうち公共下水道
*
事業及び特定環境保全公共下水道

*
事業を運営しています。   

２－１ 事業の概要 

0％
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0千人

100千人

200千人
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400千人
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600千人

700千人

800千人

900千人

1,000千人

H4 H6 H8 H10 H12 H14 H16 H18 H20 H22 H24 H26 H28 H30 R2 R4

（普及率）（人口）
処理区域内人口・普及率の推移

処理区域内人口

下水道処理人口普及率

全国平均（普及率）

注）全国平均（普及率）：公益社団法人日本下水道協会
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２－１ 事業の概要   

１ 

は
じ
め
に 

 
 

■事業の沿革 

１９６３（昭和３８）年１１月に、本市で最初の終末処理場
*
として、大宮下水処理場 

（１９９７（平成９）年廃止）の運転を開始して以降、現在３処理区（中央・南部・印旛）

に分け、単独公共下水道
*
（特定環境保全公共下水道事業

*
を含む。）、流域関連公共下水道

*

で事業を行っています。 

１９６８（昭和４３）年に、中央処理区（合

流式・一部分流式）において単独公共下水道と

して中央浄化センターの運転を開始し、１９７

４（昭和４９）年からは印旛処理区（汚水処理

のみ）において流域関連公共下水道として、千

葉県の終末処理場が供用開始しました。 

１９８１（昭和５６）年には南部処理区（分流式）

において単独公共下水道として南部浄化センター

の運転を開始しました。同センターでは、１９９４

（平成６）年に汚泥焼却炉１号炉が稼働、２００１

（平成１３）年には窒素*・リン*除去率向上のため、

高度処理
*
施設の運転を開始しています。 

 

総処理水量は年度ごとの雨水量など様々な要因により変動があり、令和２年度は、新型

コロナ感染症の発生以降、在宅勤務やステイホームなど生活様式の変化等により一般家庭

の水量が増えたが、令和３年度以降は、事業者の事業活動の縮小傾向が継続したことや、

行動規制の緩和等に伴う一般家庭の水量減少の影響により有収水量が減少した結果、総処

理水量が減少しています。 
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中央浄化センター 

南部浄化センター 

112
114

115
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117

121 121
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118
120 120

121

124
123

121
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127

123

119

100百万㎥

110百万㎥

120百万㎥

130百万㎥

H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4

（水量） 年間総処理水量の推移 
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２－１ 事業の概要   
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公共下水道計画区域図 
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２－２ 施設の概要   

１ 

は
じ
め
に 

 
 

 

 

■管きょ 

管きょ（管路施設）の総延長は約３，７９０ｋｍとなっています。 

２０２３（令和５）年３月末現在 

区分 中央処理区 南部処理区 印旛処理区 計 

 

汚  水* 

m 

74,521 

m 

1,696,607 

m 

944,801 

m 

2,715,929 

雨  水 58,869 439,583 276,764 775,216 

合  流 297,344 - - 297,344 

計 430,734 2,136,190 1,221,565 3,788,489 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■処理場 

流域関連公共下水道*である印旛処理区を除く中央処理区及び南部処理区は、単独公共 

下水道*として２箇所の終末処理場（中央浄化センター、南部浄化センター）で処理を行っ

ています。 

２０２３（令和５）年３月末現在 

処理場名 
排除 

方式 

供用 

開始 

敷地 

面積 
処理方式 

処理能力 

（晴天時） 
 

中央浄化センター 

【中央処理区】 

 

合流式 

分流式 

 

 

S43.6.1 

 

㎥ 
68,985 

 

 

嫌気無酸素好気法
*
 

標準活性汚泥法
*
 

㎥/日 
84,300 

うち高度処理
*
 

24,700 
 

南部浄化センター 

【南部処理区】 

 

分流式 

 

S56.4.1 

㎥ 

225,000 

 

嫌気無酸素好気法 

標準活性汚泥法 

㎥/日 

255,800 

うち高度処理 

187,400 
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２－２ 施設の概要 
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２－２ 施設の概要   

１ 

は
じ
め
に 

 
 

■ポンプ場 

汚水
*
や雨水は原則として自然流下

*
で流され、汚水

*
は浄化センター

*
で処理し、雨水は雨

水幹線等を流れて、それぞれ公共用水域*に放流されますが、起伏が激しい地形や地下深く

に整備する雨水幹線など自然流下が難しい場所は、下水を汲み上げるポンプ場
*
を１４８箇

所（小規模施設を含む）整備しています。 

 

２０２３（令和５）年３月末現在 

処理区 設置目的 ポンプ場名 
最大揚水量 

（㎥/分） 

中央処理区 
汚水中継 

結城野ポンプ場 163.1 

黒砂ポンプ場 95.5 

神明ポンプ場 92.7 

幸ポンプ場 132.2 

出洲ポンプ場 25.8 

雨水排水 中央雨水ポンプ場 435.0 

南部処理区 

汚水中継 

都ポンプ場 130.0 

大椎ポンプ場 11.4 

越智ポンプ場 11.0 

雨水排水 

村田雨水ポンプ場 780.0 

蘇我雨水ポンプ場 1,530.0 

寒川雨水ポンプ場 663.0 

印旛処理区 
汚水中継 

高洲第一ポンプ場 33.8 

高洲第二ポンプ場 20.5 

ひび野ポンプ場 32.6 

若葉ポンプ場 7.5 

長作ポンプ場 2.4 

雨水排水 検見川雨水ポンプ場 111.1 
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主なポンプ場 18箇所（建屋のある比較的規模の大きいポンプ場） 
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３ 現状と課題 
 
 

3-1 建設投資の適正化 
 

3-2 財政運営と人材育成 
 

3-3 社会・経済情勢の変化 
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３－１ 建設投資の適正化   

１ 

は
じ
め
に 

 
 

  

◆生活環境の改善（汚水*の排除） 

 

 

公共下水事業において、汚水
*
管きょ等の整備を進め、市民の生活環境の向上、河川や

海域などの公共用水域
*
の水質保全に努めてきました。 

２０１０（平成２２）年度末において、本市下水道処理人口普及率
*
が９７．１％に達

しており、すでに汚水
*
整備は概ね完成に近づいています。千葉市下水道事業中長期経営

計画（計画期間：平成２２年度から令和２年度）

（以下、「前計画」とする）においては、未普

及地域の整備順序を考慮したうえで、約７０ｈ

ａの整備を行い、普及率は、２０２０（令和２）

年度末で９７．４％となりました。現計画にお

いても引き続き整備を行い、今後の普及率は２

０２２（令和４）年度末の９７．５％前後で推

移していく見込みです。 

また、２０１５（平成２７）年度において、汚水処理施設の整備を計画的、効率的に

実施するため、地域の特性に応じた汚水処理施設の整備方針を示した「全市域汚水適正

処理基本構想」を策定し「公共下水道*事業」「農業集落排水*事業」「合併処理浄化槽設

置整備事業」の３事業が一体となって、汚水処理施設整備を推進しています。 

 

 

これまで、公共下水道事業において汚水*管きょ等の整備を進めてきましたが、整備残

箇所もあります。整備残箇所の面積は約８２２ｈａで、そのうち現状山林・農地、公園

緑地などが約７１２ｈａ、現状宅地などが約１１０ｈａとなります。 

現状山林などについては、汚水*の発生源がないことから当面整備を行わないものと

し、現状宅地などについては引き続き、整備順序を考慮し、事業を進めていく必要があ

ります。 
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３－１ 建設投資の適正化 

これまでの取組み 

これからの課題 

汚水適正処理構想図 



16 

  
 

３－１ 建設投資の適正化   

１ 

は
じ
め
に 

  

◆浸水の防除（雨水の排除） 

 

 

市民の安全・安心なまちづくりに向け、計画降雨（１０年確率）を１時間あたり５

３．４ｍｍに対応した雨水施設（３８箇所）及び雨水浸透施設
*
の整備を実施したほ

か、防水板設置費用の一部助成を行い、浸水被害の軽減に努めてきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０１７（平成２９）年８月に、２０

３７（令和１９）年度までを計画期間と

する「千葉市雨水対策重点地区整備基本

方針」を策定しました。 

浸水リスクが高く、被害が発生した場

合に経済的損失が大きい都市機能が集

積している１３地区を「重点地区」とし

て位置付け、計画降雨（１０年確率）を

１時間あたり６５．１ｍｍの降雨に引き

上げ、うち４箇所の整備に着手しまし

た。 
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防水板設置例 

雨水管きょ整備 

これまでの取組み 
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３－１ 建設投資の適正化   

１ 

は
じ
め
に 

 
 

 

全国における１時間降水量５０ｍｍ以上の年間発生回数は１．５倍に増加しており、近

年の局地的な大雨により、全国各地で浸水被害が多発しています。 

本市においても、２０１９（令和元）年１０月２５日の大雨では観測史上最大となる時間

最大降雨量８９．５ｍｍ（累計雨量３２９ｍｍ）を記録しました。重点地区以外の一般地区

においても、ハード・ソフト両面から地域の状況に応じた手法を検討し、浸水被害を軽減し

ていく必要があります。 
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「２０１９（令和元）年１０月２５日大雨」の浸水被害状況 

これからの課題 

降雨発生回数推移表 （出典：気象庁ホームページ） 
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３－１ 建設投資の適正化   

１ 

は
じ
め
に 

 
 

 ◆川や海の水質保全（合流式下水道の改善） 

 

 

下水道は、汚水
*
と雨水を同一の管で排

除する合流式下水道
*
と、別々の管で排除

する分流式下水道*があります。 

合流式下水道は、降雨時に雨水吐から、

汚水
*
と雨水の混ざった下水の一部が未

処理のまま河川や海に放流されるなど、

公共用水域
*
の環境に影響を与えていま

した。 

 

このような合流式下水道の問題を改善す

るため、中央雨水貯留幹線及び中央雨水ポ

ンプ場を整備し、降雨時に都川・葭川に流れ

出ていた下水を中央雨水貯留幹線に取り込

み、中央雨水ポンプ場の雨水滞水池に一時

貯留して、降雨終了後に中央浄化センター

で処理することなどで、合流式下水道の改

善率１００％を達成しました。 

 

また、中心市街地の雨水を中央雨水貯

留幹線に取り込み、中央雨水ポンプ場に

送水することによって、浸水の防除（雨水

の排除）対策として、浸水被害の軽減にも

努めました。 
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葭川富栄橋付近での雨天時の雨水吐からの放流状況 

中央雨水 1号貯留幹線 

これまでの取組み 

中央雨水ポンプ場 
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３－１ 建設投資の適正化   

１ 

は
じ
め
に 

  

◆川や海の水質保全（高度処理施設の整備） 

 

 

下水の処理水に含まれる窒素
*
やリ

ン
*
は、閉鎖性水域

*
である東京湾での

赤潮*・青潮の一因であることから、

窒素・リンを除去するための高度処理

*
施設の整備を中央浄化センター第１

系列及び南部浄化センターＣ系で行

いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 中央浄化センターにおいては、既設水処理施設の残り２・３系列の高度処理*化が必要

となります。 

 また、浄化センター*内の水処理施設（コンクリート躯体）が供用開始から５０年以上

経過しているため、施設の再構築にあわせて、整備を計画的に進める必要があります。 
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南部浄化センター 

 

Ｃ系整備 

赤潮           青潮 

これからの課題 

これまでの取組み 

発生回数 R2 R3 R4

赤潮 10 7 10

青潮 1 4 6

第１系列整備 

中央浄化センター 
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３－１ 建設投資の適正化   

１ 

は
じ
め
に 

 
 

◆管きょの改築・更新 

 

 

   老朽化した管きょは、経年的な劣化や不具合が生じることにより、道路陥没や雨天

時の浸入水を引き起こす可能性があります。管きょの劣化・不具合は、埋設状況や現

場条件などによりさまざまで、腐食や継目のずれ、クラック、破損などがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

    前計画期間において、点検については、布設後約２０年を迎えた路線を地表面から

マンホールの中を覗く目視点検を約１，３００ｋｍ実施し、カメラ調査は、布設後約

４０年以上を経過した管きょについて、毎年約３２ｋｍを実施し、約３５０ｋｍの管

きょを調査しました。 

そのうち劣化・不具合など

の影響で緊急度の高い約９０

ｋｍについて、管きょの改築*

を実施してきました。 

 

 

 

今後、急増する老朽化施設に対して、施設が保有するリスクを分析し、効率的かつ効果的

な維持管理を行うために、第１期下水道ストックマネジメント計画（H30～R4）の評価と見

直しを実施したうえで、第２期下水道ストックマネジメント計画（R5～R9）を策定しました。 

引き続き計画に基づき、点検・調査及び改築・修繕を実施していきます。  
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これまでの取組み 

管きょの改築 

管内の腐食 管内への侵入根 
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３－１ 建設投資の適正化   

１ 

は
じ
め
に 

 
 

 

近年、管きょの老朽化が進み、道路陥没、不具合などが 

年々増加しています。２０２２（令和４）年度末時点で、 

下水道管総延長約３，７９０ｋｍのうち、耐用年数５０年 

経過したものは約３６０ｋｍ（約９％)となります。 

今後、老朽化施設の割合が大きくなり、不具合などの更なる増加が懸念されます。 

（２０年後に５０年経過した下水道管は約１，４４０ｋｍ、約４０％) 

そのため、今後もストックマネジメント
*
計画に基づく調査・改築

*
などを実施し、Ｐ

ＤＣＡサイクル
*
を継続的に繰り返していくことで、予防保全

*
型管理と改築の平準化を

進めていく必要があります。 
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【9.4% 】
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全
体
累
計
延
長
（
k
ｍ
）

年
度
布
設
延
長
（k
ｍ
）

整備年度

千葉市年度別下水道管布設延長 令和４年度末時点

中央処理区 南部処理区 印旛処理区 全体累計

40年以上経過
715km

【18.9%】

30年以上経過
1,436km

【37.9%】

20年以上経過
2,794km

【73.8%】

10年以上経過
3,473km

【91.7%】

50年以上経過
355km

【9.4%】

これからの課題 

年度 要望件数

H30 901

R1 1,080

R2 1,047

◎H30～R2 の要望件数 

２０１９（令和元）年 9月 17日緑区あすみが丘道路陥没事故 

総延長は約 3,７9０km 

50年経過した下水道管延長の推移 （令和 4年度末時点） 
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３－１ 建設投資の適正化   

１ 

は
じ
め
に 

 
 

◆処理場・ポンプ場設備等の改築・更新 

 

 

 ２０２２（令和４）年度末で、処理場が２箇所、大規模ポンプ場が１８箇所、小規模

ポンプ場が１３０箇所あります。 

施設内には、ポンプなどの機械設備やそれを制御する電気設備などが、約１万４千点

設置されています。機械電気設備は、耐用年数が７～２０年と管きょ施設などと比べる

と短く、より適切な維持管理及び改築
*
更新が必要となります。 

これまで、目標耐用年数を標準耐

用年数
*
の１．７倍（平均）と定め、

延命化を図りながら、機器の状態を

見極め、より必要性の高い施設を選

別したうえで、前計画期間において

は、約２千９百点の設備について改

築を実施してきました。 

 

さらに、第１期下水道ストックマネジメント計画（H30～R4）の評価と見直しを実施した

うえで、第２期下水道ストックマネジメント計画（R5～R9）を策定しました。その計画に基づ

き、適切な維持管理及び改築更新を進めています。 

 

 

 

 

約１万４千点の設備などに対して、リスク評価を行った結果、２０２２（令和４）年

度末時点では１５％の設備が故障リスク大となっています。 

引き続き、施設管理においては、策定したストックマネジメント*計画に基づき、調査・

改築などを実施し、ＰＤＣＡサイクル*を継続的に繰り返していくことで、改築の平準化

を進めていく必要があります。 
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これからの課題 

これまでの取組み 

改築前 改築後 

改築例（除塵機） 
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３－１ 建設投資の適正化   

１ 

は
じ
め
に 

 
 

◆管きょの耐震化 

 

 

   大規模地震発生に備え、下水道の機能を適正に

維持し、市民生活への影響を少なくするため、２

００７（平成１９）年度に策定した「千葉市下水

道地震対策緊急整備計画」に基づき、管きょの耐

震化
*
を進めました。 

さらに、２０１１（平成２３）年度に策定した

「千葉市下水道総合地震対策計画
*
」に基づき、東日本大震災で被害が多く発生した臨海

部埋立地である美浜区を最優先地区として位置づけ、前計画期間においては、管きょの

耐震化を約８０ｋｍ実施してきました。 

また、大規模地震時に

は、断水などで水洗ト

イレが使用できなくな

ることが想定されるこ

とから、衛生的なトイ

レ環境を確保するた

め、千葉市地域防災計

画で避難所に位置づけられた市内の小中学校等１８８校のうち、２０２２（令和４）年

度末で１６０箇所にマンホールトイレ*の整備を進めてきました。 

 

 

政府の地震調査委員会によると、本市で今後３０年以内に震度６弱以上の地震が発生

する確率は６２．３％となっています。しかし、重要な幹線等の管きょ総延長８４５ｋｍ

に対して２０２２（令和４）年度末の耐震化は約８２％となっており、今後も耐震化を進

めていく必要がありますが、重要な幹線等の耐震化は、流量が多いことによる施工困難箇

所などがあり、施工方法などの検討もあわせて進めていかなければなりません。 

また、マンホールトイレについては、近年の地震災害において、その有効性が実証され

ており、未整備箇所への整備を進める必要があります。 
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東日本大震災被災状況（美浜区） 

マンホールトイレ 

これからの課題 

これまでの取組み 
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３－１ 建設投資の適正化   

１ 

は
じ
め
に 

 
 

◆処理場・ポンプ場の耐震化 

 

 

処理場、ポンプ場
*
については、２０１１（平成２３）年度に策定した「千葉市下水

道総合地震対策計画
*
」に基づき、耐震性能が確保されていない施設に対して耐震補強

を実施しています。 

前計画期間においては、地震時の揚水機能などを確保するため、南部浄化センター沈

砂池機械室棟、分配槽などの耐震補強工事を実施し、建物倒壊による設備の損傷を防止

するため、幸ポンプ場のほか４ポンプ場の建築構造物の耐震補強工事を実施しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これまでも、処理場・ポンプ場の耐震化*を進めてきましたが、土木構造物（地下部の

コンクリート躯体等）、基礎杭は、物理的に耐震化が困難なものもあるため、今後は、施

設の再構築とあわせて耐震化を進めるほか、施設を更新するまでの当面の間、安全性と最

低限の下水道機能を確保するための補強を実施し、被災リスクの低減を図る必要があり

ます。 
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耐震補強工事（補強筋施工） 

これからの課題 

これまでの取組み 
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３－１ 建設投資の適正化   
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は
じ
め
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◆災害復旧 

２０１１（平成２３）年３月に発生した東日本大震災では、被災した下水

道施設の復旧作業を進め、２０１２（平成２４）年７月に完了しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆下水道ＢＣＰの策定 

東日本大震災では、復旧業務に多くの職員が携わり、様々な困難や課題に

直面したことから、この経験を生かすため、「千葉市下水道ＢＣＰ（地震編）」

を策定しています。 

ＢＣＰ：Business Continuity Plan（業務継続計画
*
）とは、災害発生時

のヒト、モノ、情報及びライフライン等の利用できる資源（リソース）に制

約がある状況下においても、適切に業務を執行し、市民生活への影響を最小

限に抑えることを目的とした計画です。 

地震発生後も、早期に下水道施設を復旧し、市民生活への影響を軽減する

ため、毎年度ワーキンググループを組織し、訓練等を通じて、ＢＣＰの改善

や災害時の判断力、対応力の向上に努めています。 

 

 

 

 

 

マンホール蓋の浮き上がりの復旧 

ＢＣＰ訓練 

東日本大震災発災後の取組み 

Ｔｏｐｉｃｓ 
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３－１ 建設投資の適正化   

１ 

は
じ
め
に 

 
 

◆下水道の資源・エネルギー利用 

 

 

下水道事業では、汚水
*
の処理過程でエネルギーを消費しており、市の事業系施設の中

でも多くの温室効果ガス
*
を排出していることから、消化ガス

*
の利用により温室効果ガ

ス排出量の削減を実施してきました。また、焼却灰のセメント利用、再生水利用など下

水道資源を有効利用してきました。 

 

２０１１（平成２３）年度に、「千葉市下水道に

おける地球温暖化防止推進計画」を策定し、その取

り組みとして、消化ガス発生量を増加するため汚

泥消化タンクの増設や、余剰ガスを利用した消化

ガス発電設備の整備、３号焼却炉の消化ガス対応

型への改造、１号焼却炉の廃止に伴う省エネルギ

ー型の４号焼却炉の新設を実施したことにより、

前計画期間内の取組みによる温室効果ガス削減量

は年間約６千ｔ-ＣＯ2となっています。 

 

 

 

 

 

 

千葉市は、２０２２（令和４）年１１月に国の脱炭素先行地域に指定され、２０２３

（令和５）年３月に「千葉市地球温暖化対策実行計画」を改訂し、２０３０（令和１２）

年度までの対策の目標、施策の方向性、具体的な取組みを明らかにし、２０５０（令和

３２）年の二酸化炭素排出量実質ゼロを目指しています。 

下水道事業においても、市の取組みと連携を図り、更なる消費エネルギー削減や再生

可能エネルギー*の創出に取り組んでいく必要があります。 
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汚泥消化タンク 

消化ガス発電設備 

これからの課題 

これまでの取組み 
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３－２ 財政運営と人材育成   

１ 

は
じ
め
に 

 
 

 

 

◆下水道事業会計について 

 

 

 

 

 

◆下水道の経費に対する財源の考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆下水道事業の予算 
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３－２ 財政運営と人材育成 

地方公共団体の会計は、一般会計
*
と特別会計に大別されます。 

千葉市の下水道事業会計は、特別会計のうち、地方公営企業法
*
を一部適用（財務適

用）し、一般会計などの官公庁会計方式ではなく、民間企業と同様に発生主義や複式

簿記で記帳する「公営企業会計
*
方式」を採用しています。 

● 収益的収支（汚水*の処理・雨水の排除などの事業の運営に関する収支） 

（収入）下水道を使用する方にご負担いただく下水道使用料、大雨等による雨水の排

除に要する経費を負担する一般会計負担金（雨水処理負担金）などの収入 

（支出）管きょ・処理場・ポンプ場
*
の維持管理費、減価償却費

*
、企業債利息などの

支出 

 

● 資本的収支（管きょ・処理場・ポンプ場等の施設の建設や改良に関する収支） 

（収入）下水道施設の建設費や改良費の財源となる企業債
*
（借入金）や国庫補助金

*

などの収入 

（支出）下水道施設の建設費や改良費、企業債元金の償還（借入金返済）などの支出 

・汚水*の処理に要する経費は、下水道使用料（私費） 

・雨水の排除に要する経費は、税金（公費） 

「雨水公費・汚水私費の原則」が下水道事業の経費負担の基本的な考え方となってい

ます。生活排水等の汚水
*
を処理するためにかかった経費は、下水道をご利用いただ

く方にご負担いただくものです。 

一方、雨水は自然現象によるものであり、雨水を排除することにより浸水が防止 

される等の受益が広く及ぶことから、公費負担となっています。 
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３－２ 財政運営と人材育成   

１ 

は
じ
め
に 

  

参考：２０２２（令和４）年度千葉市下水道事業会計決算 

 

【収益的収支】（百万円・税込） 

 

 

 

 

 

 

 

 

【資本的収支】（百万円・税込） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【貸借対照表（バランスシート）】（百万円） 
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下水道使用料

12,691

一般会計繰入金

9,341

長期前受金戻入

7,846

その他

396

収

入

管きょ費

640

ポンプ場費

1,621

処理場費

2,681

業務費

3,335

減価償却費

15,900

企業債利息

2,858

その他

1,666

支

出

建設企業債

8,692

資本費平準化債

4,520

国庫補助金

3,906

一般会計繰入金

2,527

その他

27

収

入

管渠布設費

9,264

ポンプ場建設費

1,755

処理場建設費

1,408

建設企業債償還金

13,623

資本費平準化債償還金

3,367

その他

1,054

支

出

流動資産 7,768
その他固定資産 15,203

機械及び装置 30,572

構築物 383,344

土地 23,970

剰余金 22,575
資本金 37,358

繰延収益 176,479

その他 877

未払金

6,374

企業債 217,193

資本的収支
*
については、通常、企業債償還金など多額の支出をするため、支出に対して収入

が不足します。この不足分は、収益的収支
*
で計上された当年度純利益や減価償却費

*
等の内部

留保資金などが充てられます。 

（令和５年 3月 31日） 

（
当
年
度
純
利
益
） 
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３－２ 財政運営と人材育成   

１ 

は
じ
め
に 

 
 

◆主な収入と支出 
 

  下水道使用料                                  

●これまでの整備により汚水管きょ整備が概ね完成に近づいたため、近年は下水道使用

料が横ばいで推移していましたが、令和２年度からの新型コロナウイルス感染症拡大

の影響により、その後は使用料収入が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
備考１ ※ ２０１７(平成２９)年度は、上下水道料金の徴収一元化を開始し、水道料金と下水道使用料の検針時期の調整 

などを行ったことから、例年に比べ１か月分程度の下水道使用料の収入増となっています。 

     ２ ※ 令和４年度使用料特別減免分を含む 

 

 

  維持管理費                                   

●老朽化した下水道施設の増加に伴い、施設の点検・調査・修繕の費用が増加傾向にあ

ります。また、令和４年度は燃料価格高騰に伴う電気料金値上げにより、維持管理費

が増加しています。 
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億円（税抜）

下水道使用料収入の推移H26年4月
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３－２ 財政運営と人材育成   

１ 

は
じ
め
に 

  

  建設事業費                                   

●２０１１（平成２３）年３月の東日本大震災発災後、施設の改築
*
更新と耐震化

*
を重

点的に進めてきました。維持管理費と同様、老朽化した下水道施設が増加しており、

使用に耐えない施設の改築更新や大雨の浸水対策などで、建設事業費においても増加

傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  企業債償還額                                 

●下水道の整備には多額の先行投資が必要で、下水道施設は長期間使用されることか

ら、施設を整備した時点での下水道使用者が全て負担することになると、下水道使用

料が高額となり大きな負担となってしまうほか、将来下水道を使用する世代との間

で、負担の公平性に欠けることになってしまいます。 

●このため、企業債
*
の発行によって整備費に充てる資金を借り入れ、下水道使用料など

の収入を償還財源として、企業債を将来にわたって返済していくことで、使用者負担

が平準化され、世代間負担の公平性が図られます。 

●建設企業債の償還額は２０１８年（平成３０）年度をピークに減少しているが、資本

費平準化債の償還額は年々増加しています。企業債全体の残高は、計画的な償還に 

より着実に減少しています。 
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３－２ 財政運営と人材育成   
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は
じ
め
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  経費回収率                                   

●下水道使用料で汚水処理に係る費用をどれだけ賄えているかを示す経費回収率
*
は、必

要な水準となる１００％以上を達成しているものの、近年、低下傾向にあります。 

  ※ １００％を超える部分は、これまで借り入れた企業債
*
の償還財源となります。 
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３－２ 財政運営と人材育成   

１ 

は
じ
め
に 

 
 

◆経営の効率化に向けた取組み 

＜民間活用＞ 

●中央浄化センター及び南部浄化センターの処理場・ポンプ場*の運転や維持管理にお

いて、引き続き民間活用を行うとともに、管路施設についても一部地域において、２

０２３（令和５）年度から導入し、維持管理の効率化とコスト削減に努めています。 

＜上下水道料金徴収事務一元化＞ 

●２０１８（平成３０）年１月からは、市内の千葉県営水道の給水区域において、水道

料金と下水道使用料の徴収事務の一元化を開始し、千葉県企業局が一括して徴収を行

うことで、支出の削減と徴収率の向上を図っています。 

＜下水道の資源・エネルギー利用＞（p.26 参照） 

●下水汚泥*の処理過程で発生する消化ガス*を焼却炉やボイラーの代替燃料として使用

しているほか、消化ガス発電を行うことにより、電力費等の支出の削減と地球温暖化
*

の要因となる温室効果ガス*排出量の削減を図っています。 

 

◆人材育成 

●これまで、処理場やポンプ場の包括的民間委託の導入などにより職員を削減してきま

したが、今後は下水道施設の老朽化対策等により、業務の増加が見込まれる中におい

ても、安定した下水道サービスを提供し続けることが求められています。 

●老朽化施設の増加により、今後は点検や調査等の業務量の増加が見込まれるため、若

手職員に現場を積極的に経験させることにより、技術力の維持・向上を目指していま

す。 

●また、下水道の整備や維持管理に長年携わってきたベテラン職員の技術・ノウハウを

次世代の職員へ着実に継承

していくとともに、ＯＪＴや

研修による若手職員のスキ

ル向上など、新たな時代の要

請に柔軟に対応できる職員

の育成にも励んでいます。 
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３－３ 社会・経済情勢の変化   

１ 

は
じ
め
に 

 
 

 

 

◆新型コロナウイルス感染症による下水道事業への影響 

２０２０年（令和２年）より感染拡大した新型コロナウイルス感染症により、市内の経

済活動が大きく低下し、下水道を使用する事業所などの活動が縮小しました。 そのため、

該当する水量ランクが減収となり、令和４年度においても有収水量*は以前の水準まで回復

していません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆人口減少社会の到来 

本市の人口は２０２０（令和２） 

年の９７.５万人をピークに減少し 

ていく見込みです。 

有収水量は、人口減少の影響の 

  ほか、市民の節水意識の向上、並 

びに、節水機器の普及および性能 

向上により、２０２０（令和２） 

年度をピークに減少していく見込 

みです。 
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３－３ 社会・経済情勢の変化   
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は
じ
め
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◆電気料金の高騰 

２０２２（令和４年）の世界的な燃料価格の高騰などを受けて、国内の電気料金も上昇

しており、下水道施設の維持管理費も増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆企業債借入金利の上昇 

２０２２（令和４年）の国債の金利上昇を受けて、企業債*の借入金利が上昇しており、 

将来的に企業債支払利息の増加が見込まれます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
１ 

は
じ
め
に 

２ 

下
水
道
の
あ
ゆ
み 

 

 

２ 

下
水
道
の
あ
ゆ
み 

 

 

 

３ 

現
状
と
課
題 

４ 

計
画
の
考
え
方 

 

 

４ 

計
画
の
考
え
方 

５ 

主
要
施
策 

 

 

５ 

主
要
施
策 

６ 

収
支
計
画 

 

 

６ 

収
支
計
画 

７ 

Ａ
Ｍ
の
取
組
み 

 

 

７ 

Ａ
Ｍ
の
取
組
み 

     

-0.5

0

0.5

1

1.5

2

H28.3 H29.3 H30.3 H31.3 R2.3 R3.3 R4.3 R5.3

企業債の借入金利

10年国債

30年国債

市場公募債10年

財政融資資金30年

金利

［％］

H28 H29 R2 R3 R4H30 R1

金利の上昇

R5

燃料費調整単価

原油価格

LNG価格

石炭価格

▲ 60.0

▲ 20.0

20.0

60.0

100.0

140.0

180.0

▲ 5.00

0.00

5.00

10.00

15.00

H25 H27 H29 H31 R3 R5

電気料金に含まれる燃料費調整単価
２ 今後の予測シナリ燃料費

調整単価［円/kWh］

原油価格［円/L］

LNG,石炭［円/kg］

燃料費調整

単価の上昇



35 

  
 

３－３ 社会・経済情勢の変化   
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は
じ
め
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◆新下水道ビジョン加速戦略の改訂 

国土交通省は、２０２３（令和５年）３月に「新下水道ビジョン
*
」の実現加速の観点か

ら、従来の加速戦略に記載されていた取組内容を精査し、さらに新たな取組みを追加した

ものとして内容の見直しを行いました。 
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出典：国土交通省「新下水道ビジョン加速戦略（概要版）」 
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３－３ 社会・経済情勢の変化   

１ 

は
じ
め
に 

 
 

◆脱炭素化に向けた取組み 

政府は、２０２０（令和２）年１０月に菅首相の所信表明演説で、２０５０（令和３２年）

までに温室効果ガス*排出量を実質ゼロにすると宣言しました。その後、２０２１（令和３）

年１０月２２日に地球温暖化対策計画を閣議決定し、この計画で２０３０（令和２２）年度

において、温室効果ガス４６%削減（２０１３年度比）を目指すこと、さらに５０%の高みに

向けて挑戦を続けることを表明しました。 

本市においても、２０２０（令和２）年１１月に「千葉市気候危機行動宣言」を発出し、

脱炭素化に取り組んできましたが、２０２２（令和４年）１１月に国の脱炭素先行地域に選

定され、２０２３（令和５）年３月に「千葉市地球温暖化対策実行計画」を改訂し、２０３

０（令和１２）年度までの対策の目標、施策の方向性、具体的な取組みを明らかにし、２０

５０（令和３２）年の二酸化炭素排出量実質ゼロを目指しています。 

 

◆下水汚泥資源の肥料利用の拡大 

肥料の国産化と安定的な供給、資源循環型社会
*
の構築を目指して、農林水産省と国土交

通省が連携し、安全性・品質を確保しつつ、消費者も含めた理解促進を図りながら、各関

係者が主体的に下水汚泥*資源の肥料利用の大幅な拡大に向けて総力をあげて取り組むこ

ととしています。 

目標として、２０３０（令和１２）年までに堆肥・下水汚泥資源の使用量を倍増し、肥料

の使用量（リンベース）に占める国内資源の利用割合を４０％とすることを掲げています

（２０２２年１２月２７日 食料安全保障強化政策大綱決定）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国土交通省「下水汚泥資源の肥料利用の拡大に向けた官民検討会」資料 
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３－３ 社会・経済情勢の変化   

１ 

は
じ
め
に 

 
  

◆持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ
エス・ディー・ジーズ

*） 
２０１５（平成２７）年９月に開かれた国連サミットで「我々の世界を変革する：持続

可能な開発のための２０３０アジェンダ
*
」が採択されました。この２０３０アジェンダ

*
では、誰一人取り残さない持続可能な社会の実現に向け、経済・社会・環境の三側面か

ら国際社会全体が２０３０（令和１２）年までに達成を目指す１７の持続可能な開発目

標（ＳＤＧｓ：Sustainable Development Goals）と１６９のターゲットを掲げています。 
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３－３ 社会・経済情勢の変化   

１ 

は
じ
め
に 

 
 

 

持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）１７の目標 

 

 

ゴール１ 

あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を終わらせる 

 

ゴール２ 

飢餓を終わらせ、食料安全保障及び栄養改善を実現し、持続可能な農業を促進する 

 

ゴール３ 

あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を促進する 

 

ゴール４ 

すべての人々への包摂的かつ公正な質の高い教育を提供し、生涯学習の機会を促進する 

 

ゴール５ 

ジェンダー平等を達成し、すべての女性及び女児の能力強化を行う 

 

ゴール６ 

すべての人々の水と衛生の利用可能性と持続可能な管理を確保する 

 

ゴール７ 

すべての人々の、安価かつ信頼できる持続可能な近代的エネルギーへのアクセスを確保する 

 

ゴール８ 

包摂的かつ持続可能な経済成長及びすべての人々の完全かつ生産的な雇用と働きがいのあ

る人間らしい雇用(ディーセント・ワーク)を促進する 

 

ゴール９ 

強靱（レジリエント）なインフラ構築、包摂的かつ持続可能な産業化の促進及びイノベーシ

ョンの推進を図る 

 

ゴール 10 

各国内及び各国間の不平等を是正する 

 

ゴール 11 

包摂的で安全かつ強靱(レジリエント）で持続可能な都市及び人間居住を実現する 

 

ゴール 12 

持続可能な生産消費形態を確保する 

 

ゴール 13 

気候変動及びその影響を軽減するための緊急対策を講じる 

 

ゴール 14 

持続可能な開発のために海洋・海洋資源を保全し、持続可能な形で利用する 

 

ゴール 15 

陸域生態系の保護、回復、持続可能な利用の推進、持続可能な森林の経営、砂漠化への対処、

ならびに土地の劣化の阻止・回復及び生物多様性の損失を阻止する 

 

ゴール 16 

持続可能な開発のための平和で包摂的な社会を促進し、すべての人々に司法へのアクセスを

提供し、あらゆるレベルにおいて効果的で説明責任のある包摂的な制度を構築する 

 

ゴール 17 

持続可能な開発のための実施手段を強化し、グローバル・パートナーシップを活性化する 
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４ 経営理念・ 

基本方針 
 

4-1 経営理念 
 

4-2 基本方針 
 

4-3 計画の体系 
 

4-4 他計画との関連 
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４－１ 経営理念   

１ 

は
じ
め
に 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０１０（平成２２）年３月に策定した千葉市下水道事業中長期経営計画（計画期間 平

成２２～令和２年度）で掲げた経営理念では、「経営基盤の安定化」を主として行動計画を設

定し、事業運営を行ってきました。 

今後は、少子高齢化に伴う将来人口の減少により水需要と使用料収入の減少が見込まれる

中、施設の老朽化が進んでいることなど事業を取り巻く環境は厳しくなってきており、近年

の風水害等による一層の防災・減災対策への取組みも求められています。 

このような環境にあっても、下水道は、生活排水等の汚水処理や大雨等の雨水排除による

「公衆衛生の向上」、「都市の健全な発達」、「公共用水域*の水質保全」という下水道の役割を

果たし続けなければなりません。 

このため、下水道の役割と社会的使命を改めて経営理念として掲げました。 
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４－１ 経営理念 

 

 

汚水*の処理による衛生的な生活環境を維持するととも

に、安全・安心なまちづくりに貢献するため、下水道 

事業を将来にわたって安定して持続させていくための

経営基盤を確保する。 

経 営 理 念 
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４－２ 基本方針   

１ 

は
じ
め
に 

 
 

 

 

経営理念を踏まえ、計画期間に取り組むべき方向性を３つの基本方針として定めました。 

 

 

 

●雨水管きょや貯留施設等を整備し、大雨による浸水被害の軽減に努めます。 

●下水道施設の耐震化
*
を行い、地震時においても下水道の機能を維持できるように努

めます。 

●下水道ストックマネジメントの手法に基づいた効率的な維持管理と改築
*
更新を行

い、安定して下水道の機能を確保できるように努めます。 

 

 

 

●これまでの放流水質の適正管理を行いながら、高度処理
*
施設を整備し、東京湾への放

流水の一層の水質向上に努めます。 

●省エネルギー設備や太陽光発電の導入を検討し、地球温暖化
*
の要因である温室効果

ガス*排出量の削減に引き続き取り組んでいきます。 

●消化ガス
*
の利用や下水汚泥

*
の活用など、下水道資源の有効利用に努めます。 

 

 

 

●官民連携を推進し、民間企業のノウハウを活用して効率的な運営に努めます。 

●長期的な視点と見通しに立って、財政運営と人材育成に取り組んでいきます。 

●広報などを通して、下水道の目的や役割など分かりやすい情報の発信に努めます。 
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４－２ 基本方針 

基本方針Ⅰ 安全・安心で快適な生活を支える下水道 

基本方針Ⅱ 環境の保全と循環型社会を目指す下水道 

基本方針Ⅲ 健全な経営に基づいた持続可能な下水道 
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４－３ 計画の体系   

１ 

は
じ
め
に 

 
 

 

 

 

千葉市下水道事業中長期経営計画 
 

２０２１（令和３）～２０３２（令和１４）年度 
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４－３ 計画の体系 

経営理念 

汚
水*

の
処
理
に
よ
る
衛
生
的
な
生
活
環
境
を
維
持
す
る
と
と
も
に
、
安
全
・
安
心
な
ま
ち 

づ
く
り
に
貢
献
す
る
た
め
、
下
水
道
事
業
を
将
来
に
わ
た
っ
て
安
定
し
て
持
続
さ
せ
て
い 

く
た
め
の
経
営
基
盤
を
確
保
す
る
。 

基本方針 

Ⅰ 安全・安心で快適な生活 

を支える下水道 

Ⅱ 環境の保全と循環型社会 

を目指す下水道 

Ⅲ 健全な経営に基づいた 

持続可能な下水道 

主要施策 

Ⅰ－１ 浸水被害の軽減と対策の強化 

Ⅰ－２ 地震時における機能の確保 

Ⅰ－３ ストックマネジメントの推進 

Ⅰ－４ 施設の再構築 

Ⅱ－１ 水質・水量の管理 

Ⅱ－２ 高度処理の推進 

Ⅰ－５ 未普及地域の解消 

Ⅱ－３ 地球温暖化対策の推進 

Ⅱ－４ 資源の有効利用 

Ⅱ－５ 自然と調和した景観づくり 

Ⅲ－１ 経営基盤の強化 

Ⅲ－２ 官民連携の推進 

Ⅲ－３ 広域化・共同化の推進 

Ⅲ－４ 人材の育成 

Ⅲ－５ 広報による理解の促進 
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４－４ 他計画との関連   

１ 

は
じ
め
に 

 
 

 

 

 

■主要施策とＳＤＧｓ*の関連 

ＳＤＧｓ 主要施策 

 

 
 

 

ターゲット 6.3 

2030 年までに、汚染の減少、投棄廃絶と有害な

化学物質や物質の放出の最小化、未処理の排水

の割合半減及び再生利用と安全な再利用の世界

的規模での大幅な増加させることにより、水質

を改善する。 
 

 

Ⅰ－５ 未普及地域の解消 

Ⅱ－１ 水質・水量の管理 

Ⅱ－２ 高度処理
*
の推進 

 

 
 

 

ターゲット 7.2 

2030 年までに、世界のエネルギーミックスにお

ける再生可能エネルギー*の割合を大幅に拡大さ

せる。 

 

Ⅱ－３ 地球温暖化対策の推進 

Ⅱ－４ 資源の有効利用 

 

 
 

 

ターゲット 9.4 

2030 年までに、資源利用効率の向上とクリーン

技術及び環境に配慮した技術・産業プロセスの

導入拡大を通じたインフラ改良や産業改善によ

り、持続可能性を向上させる。全ての国々は各国

の能力に応じた取組を行う。 
 

 

 
 

 

ターゲット 11.5 

2030 年までに、貧困層及び脆弱な立場にある

人々の保護に焦点をあてながら、水関連災害な

どの災害による死者や被災者数を大幅に削減

し、世界の国内総生産比で直接的経済損失を大

幅に減らす。 
 

 

Ⅰ－１ 浸水被害の軽減と対策の強化 

Ⅰ－２ 地震時における機能の確保 

Ⅰ－３ ストックマネジメント
*
の推

進 

Ⅰ－４ 施設の再構築 
  

 
 

 

ターゲット 13.1 

全ての国々において、気候関連災害や自然災害

に対する強靱性（レジリエンス）及び適応の能力

を強化する。 

 

 
 

 

ターゲット 14.1 

2025 年までに、海洋ごみや富栄養化
*
を含む、特

に陸上活動による汚染など、あらゆる種類の海

洋汚染を防止し、大幅に削減する 

 

Ⅱ－２ 高度処理の推進 

 
 

 

ターゲット 17.17 

さまざまなパートナーシップの経験や資源戦略

を基にした、効果的な公的、官民、市民社会のパ

ートナーシップを奨励・推進する。 
 

 

Ⅲ－２ 官民連携の推進 

Ⅲ－５ 広報による理解の促進 
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４－４ 他計画との関連 
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４－４ 他計画との関連   

１ 

は
じ
め
に 

  

 

■主要施策と新下水道ビジョン加速戦略との関連 

主要施策 新下水道ビジョン加速戦略 

Ⅰ－１ 浸水被害の軽減と対策の強化 
Ⅰ－２ 地震時における機能の確保 

重点項目Ⅵ 

 気候変動を踏まえた防災・減災の推進 

Ⅰ－３ ストックマネジメントの推進 

Ⅰ－４ 施設の再構築 

重点項目Ⅳ 

 アセットマネジメント
*
・下水道ＤＸ

*
 

Ⅱ－４ 資源の有効利用 重点項目Ⅰ 

 官民連携の推進 

重点項目Ⅱ―１ 

 下水道の活用による付加価値向上 

重点項目Ⅱ―２ 

 脱炭素化の推進 

重点項目Ⅳ 

 アセットマネジメント・下水道ＤＸ 

Ⅱ－５ 自然と調和した景観づくり 重点項目Ⅷ 

 国民への発信 

Ⅲ－１ 経営基盤の強化 重点項目Ⅳ 

 アセットマネジメント・下水道ＤＸ 

Ⅲ－２ 官民連携の推進 重点項目Ⅰ 

 官民連携の推進 

重点項目Ⅶ 

 ニーズに適合した下水道産業の育成 

Ⅲ－３ 広域化・共同化の推進 重点項目Ⅲ－１ 

 汚水処理システムの最適化 

Ⅲ－５ 広報による理解の促進 重点項目Ⅷ 

 国民への発信 
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５ 主要施策 
 

 

基本方針Ⅰ 
 

安全・安心で快適な生活 

を支える下水道 
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施策Ⅰ－１ 浸水被害の軽減と対策の強化   

１ 

は
じ
め
に 

 
 

 

 

近年の局地的な大雨等に対し、浸水被害を軽減するため、地域の状況に応じた効率的な

雨水整備を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ◆重点地区の整備 

●近年の降雨特性や都市機能の集積度等を踏まえ、重点的に対策を進める地区の選定

および整備順位に関しての基本事項の検討を進め、２０１７（平成 29）年８月に

「千葉市雨水対策重点地区整備基本方針」を策定しました。 

●市街化区域
*
の 279地区に対して、大雨時に浸水リスクが高く、被害が発生した場

合に経済的損失が大きい都市機能が集積している 13地区を選定しました。 

●重点地区については、計画降雨（10 年確率）を、従来の 53.4mm/hr から

65.1mm/hr に引き上げ、貯留施設の整備などの対策の強化を図ります。 
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施策Ⅰ－１ 浸水被害の軽減と対策の強化 

【主な取組み】 

☞重点地区の整備 

   ⇒重点１３地区の６５．１mm/hr対応の整備（完了７地区、着手２地区） 

 ☞その他一般地区の整備 

   ⇒令和元年１０月２５日大雨などによる浸水被害のあった地区の整備 

 ☞下水道施設の耐水化 

   ⇒浸水が想定される処理場、ポンプ場*の耐水化 
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施策Ⅰ－１ 浸水被害の軽減と対策の強化   

１ 

は
じ
め
に 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※重点地区（赤色着色）のうち、計画期間内で完了予定は赤線実線、着手予定は赤点線で囲った地区 
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浸水リスク   → 浸水実績、浸水想定深、地下施設の有無 

都市機能集積度 → 浸水想定被害額、防災関連施設・緊急輸送道路の有無、駅の有無 
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施策Ⅰ－１ 浸水被害の軽減と対策の強化   

１ 

は
じ
め
に 

 
 

  ◆その他一般地区の整備 

●緑区では、2019（令和元）年 10月 25日に本市における観測史上最大となる時

間最大降雨量 89.5mm（累計雨量が 329mm/日）を記録しました。 

●重点地区以外の一般地区においても、多数の浸水被害が発生しているため、地域状 

況に応じた手法を検討し、浸水被害軽減対策を実施します。（工事・防水板設置助 

成など） 
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中央区
（大森小）

花見川区
（犢橋中）

稲毛区
（区役所）

若葉区
（白井小）

緑区
（土気南小）

美浜区
（区役所）

１時間最大雨量 63.5mm 37.5mm 39.5mm 71.5mm 89.5mm 33.0mm

累計雨量 236mm 191mm 163mm 321mm 329mm 125mm

床上浸水 3件 1件 0件 12件 23件 0件 39件

床下浸水 6件 7件 1件 11件 51件 2件 78件

合計

R2 年 6月 1 日 第 19 報 

雨水整備イメージ 

地域の状況に応じて、バイパス

管、増補管、貯留管等の整備を

行っていきます。 
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施策Ⅰ－１ 浸水被害の軽減と対策の強化   

１ 

は
じ
め
に 

 
 

  ◆下水道施設の耐水化 

●河川が氾濫し洪水が発生した場合、地震により津波が発生した場合及び高潮が発生

した場合に、浸水が想定される下水道施設（処理場、ポンプ場*）の耐水化を図りま

す。 
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ハード対策（耐水化） 

ソフト対策（BCP
*
） 

ポンプ場浸水対策 

防水板・防水扉・ 

防水シャッターの設置等 

 

防水扉の設置 

防水シャッター 
防水扉 

防水シャッターの設置 
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施策Ⅰ－１ 浸水被害の軽減と対策の強化   

１ 

は
じ
め
に 

 
 

 具体的取組 

 

取 組 １ 重点地区の整備 

概 要 

近年の局地的な大雨などにより、整備が完了した地区や低地部等で再び浸水被害が

発生していることから、浸水リスクや都市機能の集積度が高い１３地区を「重点地

区」として位置付け、整備水準を従来の１時間あたり５３．４ｍｍの降雨から６５．

１ｍｍの降雨に引き上げ、対策を強化します。 

主な事業 

①東寺山地区 

②宮崎地区（横水路以外） 

②宮崎地区（国道３５７号横水路）  

③都第１地区            

④黒砂地区⑤出洲地区        

⑥原東・原西地区          

⑦北部第１地区           

⑧東千葉地区※1 

⑨草野地区※1                            ※１計画期間内は着手のみ 

⑩高品※2、⑪本町※2、⑫中央※2、⑬寒川※2  ※２事業着手は R15年度以降に予定 

実施計画 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 

東寺山地区 ⇒ ⇒ ⇒          

東千葉地区       ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 

宮崎地区① 

（横水路以外） 
⇒ ⇒ ⇒ ⇒         

宮崎地区② 

（横水路） 
 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒      

都第１地区 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒        

黒砂地区   ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 

出州地区   ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 

草野地区   ⇒ ⇒ ⇒  ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 

原東・原西地区      ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒   

北部第１地区 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒       

インプット 整備完了地区 ７地区 

アウトプット 目標の方向性 現状値（R4） 目標（R14） 

重点地区整備率 増（↑） ０％ ５４％ 
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施策Ⅰ－１ 浸水被害の軽減と対策の強化   

１ 

は
じ
め
に 

 
 

  

 

取 組 ２ その他一般地区の整備 

概 要 
２０１９（令和元）年１０月２５日の大雨で被災した地区やその他の地区の整備を行

い、浸水被害の軽減を図るとともに、他事業関連等の整備も進めます。 

主な事業 

＜２０１９（令和元）年１０月２５日の大雨で被災した箇所＞ 

  千城台南地区 

  古市場地区 

  誉田地区ほか 

＜その他・他事業関連等＞ 

寒川地区 

稲毛海岸地区 

蘇我地区 

塩田地区ほか 

実施計画 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 

令和元年 10 月 25 日被災

箇所 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒        

その他・他事業関連等 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 

 

取 組 ３ 下水道施設の耐水化 

概 要 

河川が氾濫し洪水が発生した場合、地震により津波が発生した場合及び高潮が発生

した場合に、浸水が想定される下水道施設（処理場、ポンプ場
*
）の耐水化を図りま

す。 

主な事業 
ポンプ場耐水化 ３箇所 ※都、結城野、寒川雨水 

処理場耐水化  １箇所 ※中央浄化センター 

実施計画 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 

計画策定 ⇒            

都ポンプ場  ⇒ ⇒          

結城野ポンプ場  ⇒  ⇒         

寒川雨水ポンプ場    ⇒ ⇒        

中央浄化センター     ⇒ ⇒ ⇒      

インプット 処理場・ポンプ場耐水化 ４箇所 

アウトプット 目標の方向性 現状値（R4） 目標（R14） 

耐水化整備率 増（↑） ０％ １００％ 
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施策Ⅰ－１ 浸水被害の軽減と対策の強化   

１ 

は
じ
め
に 

 
 

  

 

取 組 ４ 防水板設置工事費の一部助成 

概 要 

２０１１（平成２３）年４月より、浸水被害の軽減を図るため、住宅などの出入り口

に防水板の設置を行う方に対し、工事費の一部助成を行っています。 

 

主な事業 

助成対象：防水板の設置及びその設置に伴う関連工事  

限 度 額：助成対象となる工事費の２分の１とし、７５万円を限度 

 

  

取 組 ５ 雨水貯留施設・浸透施設の設置費用の一部助成 

概 要 

家庭でもできる浸水被害防止と地下水涵養など水環境の保全対策として、公共下水

道
*
に接続し不要となった浄化槽の雨水貯留槽への転用や雨水浸透ますの設置に対

して、設置費用の一部助成を行っています。（２００１（平成１３）年度からは市販

貯留槽を追加） 

 

主な事業 

＜雨水貯留施設・浸透施設工事に対する助成＞ 

・補助対象区域：下水道計画区域
*
内 

・ＰＲについて 

② 地元自治会への説明、ポスターの掲示、ツイッター、フェイスブッ

ク等 
  ②自治会・関係機関に対してリーフレット配布（下水道各課） 

  ③各区の公共施設にＰＲ用の雨水貯留槽を設置 
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施策Ⅰ－２ 地震時における機能の確保   

１ 

は
じ
め
に 

 
 

 

 

地震発生時に下水道の流下・処理機能を確保するため、管きょや処理場・ポンプ場*の耐

震化
*
を進めるほか、災害時等における対応力向上に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

  ◆重要な幹線等の耐震化 

●近年、全国各地で大規模地震が発生し、下水道施設も甚大な被害を受けました。兵

庫県南部地震（１９９５（平成７）年１月）の被害を踏まえ耐震基準が強化されま

したが、１９９７（平成９）年度以前に施工された下水道施設の耐震化は十分進ん

でいません。そのため、本市では、重要な幹線等の耐震化を進めています。 

なお、２０２２（令和 4）年度末で、重要な幹線等の耐震化率は 8２％となります。 
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施策Ⅰ－２ 地震時における機能の確保 

【主な取組み】 

☞重要な幹線等の耐震化 

   ⇒重要な幹線等８４５ｋｍのうち、令和４年度末に６９５ｋｍを耐震化 

令和１４年度までに耐震化を予定している延長約８５ｋｍ 

☞マンホールトイレの整備 

 ⇒小中学校等１８８校（県立高等学校２２校含む）について、令和７年度完了予定 

    ※令和４年度末までに１６０校を整備 
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施策Ⅰ－２ 地震時における機能の確保   
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は
じ
め
に 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●下水道総合地震対策計画
*
（令和４年度～令和８年度）においては、液状化地区の重

要な幹線等の耐震化を概ね完了させ、令和９年度以降は、下水道ストックマネジメン

ト計画に合わせ、液状化地区以外の老朽化した重要な幹線等の耐震化を優先的に実施

します。 
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施策Ⅰ－２ 地震時における機能の確保   

１ 

は
じ
め
に 

 
 

  ◆マンホールトイレの整備 

●大規模地震時には、断水等で水洗トイレが使用できなくなるおそれがあります。そ

のため、避難所の衛生的なトイレ環境の確保に向け、千葉市地域防災計画に位置づ

けられた市内の小中学校等 188 校（県立高等学校 22 校含む）に順次マンホール

トイレを整備しています。 

なお、2008（平成 20）年度から整備に着手し、2022（令和 4）年度末で 160

校の整備が完了しています。（整備率 85%） 

●小中学校等 188校（県立高等学校 22校含む）のマンホールトイレ
*
の整備は、２

０２５（令和 7）年度完了を目指します 
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マンホールトイレは水源を非常用井戸や

プール水としているため、地震などにより

断水が発生しても、利用可能なトイレです 
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施策Ⅰ－２ 地震時における機能の確保   

１ 

は
じ
め
に 

 
 

 具体的取組 

 

取 組 １ 重要な幹線等の耐震化 

概 要 

現在、重要な幹線等で耐震性能が確認された路線は、８２％となっています。 

令和８年度までに液状化地区の重要な幹線等の耐震化
*
が概ね完了することから、以

降は液状化地区以外の老朽化した重要な幹線等の耐震化を優先的に実施します。 

主な事業 

管きょ耐震化            Ｌ＝８４５ｋｍ（R4変更） 

内訳 美浜区            Ｌ＝１３３ｋｍ 

 美浜区以外の液状化想定地区  Ｌ＝ ５６ｋｍ 

非液状化想定地区       Ｌ＝６５６ｋｍ 

実施計画 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 

美浜区 ⇒            

液状化想定地区 

（美浜区以外） ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒       

非液状化想定地区 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒  

インプット 

美 浜 区 １３３ｋｍ 

美浜区以外の液状化想定地区 ５６ｋｍ 

非液状化想定地区 ５９１ｋｍ 

アウトプット 目標の方向性 現状値（R4） 目標（R14） 

管きょ耐震化率 増加（↑） ８２％ ９２％ 

  

取 組 ２ 処理場・ポンプ場の耐震化 

概 要 
ポンプ場

*
及び汚泥処理施設等について、施設の再構築とあわせて耐震化を進めるほ

か、施設を更新するまでの当面の間、安全性と最低限の下水道機能を確保するための

補強を実施し、被災リスクの低減を目指します。 

主な事業 

地震時におけるポンプ場機能の確保 ８箇所 

※ひび野、都、村田雨水、若葉、越智、蘇我雨水、大椎、長作 

地震時における汚泥処理機能等の確保 ８施設 

 ※南部浄化センター ６施設 

※中央浄化センター ２施設  

実施計画 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 

ポンプ場 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒      

中央浄化センター   ⇒ ⇒  ⇒ ⇒      

南部浄化センター  ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒       

インプット 地震時におけるポンプ場機能の確保 ８箇所 

アウトプット 目標の方向性 現状値（R4） 目標（R14） 

地震時におけるポンプ場機能の確保 増加（↑） ０箇所 ８箇所 
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施策Ⅰ－２ 地震時における機能の確保   

１ 

は
じ
め
に 

 
 

取 組 ３ マンホールトイレの整備 

概 要 

被災時に１か月以上の避難生活が必要となる人は約４万人と見込まれています。そ

のため、避難所のマンホールトイレ
*
の整備は急務であり、引き続き、防災部局と連

携し、市立小中学校等（県立高等学校含む）への整備を目指します。 

 

主な事業 

市立小中学校等 １６６校 

県立高等学校   ２２校（R4追加） 

 

実施計画 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 

市立小中学校等 ⇒ ⇒ ⇒          

県立高等学校    ⇒ ⇒        

インプット マンホールトイレの整備 ３年間で２８校（１４０基） 

アウトプット 目標の方向性 現状値（R4） 目標（R14） 

マンホールトイレ整備率 増加（↑） ８５％ １００％ 

  

取 組 ４ 下水道ＢＣＰ※の取組み及び他都市等との連携強化 

概 要 

緊急時に備えて、下水道ＢＣＰを策定しています。 

今後も、下水道ＢＣＰマニュアルを精査していくとともに、災害時の他都市等との連

携を構築し、緊急時の対応力を強化します。 

 

主な事業 

下水道ＢＣＰマニュアルの精査 

防災訓練の実施 

 

実施計画 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 

ﾏﾆｭｱﾙ精査 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 

防災訓練の実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 

インプット 
下水道ＢＣＰマニュアルの精査 年１回改訂 

防 災 訓 練 の 実 施 年２回訓練 

アウトプット 目標の方向性 現状値（R2） 目標（R14） 

防 災 訓 練 の 実 施 継続（→） 実施 実施 

他都市連携を想定した訓練の実施 継続（→） 実施 実施 
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  ※ＢＣＰ：事業継続計画（Business Continuity Plan）   
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施策Ⅰ－３ ストックマネジメントの推進   

１ 

は
じ
め
に 

 
 

 

 

良好な生活環境を守るため、持続的に下水道が使用できるように、下水道施設の適正な

維持管理及び計画的な改築
*
を行います。 

 

 

 

 

 

 

  ◆管きょの維持管理・改築更新 

●今後、急増する老朽化施設に対して、施設が保有するリスクを分析し、効率的かつ

効果的な維持管理を行うために、第１期下水道ストックマネジメント計画（平成 30

年度～令和 4年度）の評価と見直しを実施したうえで、第２期下水道ストックマネ

ジメント計画（令和 5 年度～令和 9 年度）を策定し、計画的に点検・調査及び改

築・修繕を実施していきます。 

 

【管きょ点検・調査・改築のイメージ】 
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施策Ⅰ－３ ストックマネジメントの推進 

【主な取組み】 

☞管きょの維持管理・改築更新 

  ⇒点検・調査・修繕、老朽化した管きょの改築 

☞処理場・ポンプ場*の維持管理・改築更新 

  ⇒点検・調査・修繕、故障リスク大の機械・電気設備の改築 

管更生 

作業イメージ 

巡視 清掃 カメラ調査 更生工法 

テレビカメラ本体 テレビ確認 目視点検 

作業状況 
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施策Ⅰ－３ ストックマネジメントの推進      

１ 

は
じ
め
に 

 
 

●総延長約 3,790kmの管きょのうち、現在、耐用年数の 50年を経過したものは約

3６0km（約９％）ですが、20年後には約 1,４40km（約 40％）となります。 

改築更新はリスク評価などに基づき、ピークカット（平準化）を図り、年間約 17km

を目安に改築を推進していきます。 
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355

【9.4% 】

715

【18.9% 】

1,436

【37.9% 】

2,794

【73.8% 】

3,473 

【91.7% 】

3,788

【100.0% 】
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S24 S27 S30 S33 S36 S39 S42 S45 S48 S51 S54 S57 S60 S63 H3 H6 H9 H12 H15 H18 H21 H24 H27 H30 R03

全
体
累
計
延
長
（
k
ｍ
）

年
度
布
設
延
長
（k
ｍ
）

整備年度

千葉市年度別下水道管布設延長 令和４年度末時点

中央処理区 南部処理区 印旛処理区 全体累計

40年以上経過
715km

【18.9%】

30年以上経過
1,436km

【37.9%】

20年以上経過
2,794km

【73.8%】

10年以上経過
3,473km

【91.7%】

50年以上経過
355km

【9.4%】

総延長は約 3,７9０km 

50年経過した下水道管延長の推移 （令和 4年度末時点） 

緊急度Ⅰ（腐食） 緊急度Ⅱ（破損） 

緊急度Ⅱ（継手ズレ） 緊急度Ⅱ（浸入水） 

改築後（管更生） 

急増する老朽管にあわせての改築は困難 

⇒ ピークカットによる事業費の平準化 
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施策Ⅰ－３ ストックマネジメントの推進   

１ 

は
じ
め
に 

 
 

●第１期の調査実績から、緊急度Ⅰの割合が小さかったため、『速やかに措置が必要な

緊急度Ⅰ』（腐食、たるみ）と、対策を必要とする異状のある『5年未満に措置が必

要な緊急度Ⅱ』（破損、継手ズレ、浸入水）までを、改築することとしています。 
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0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

【第２期】緊急度分布の推移想定（改築更新を行わない場合） 

緊急度Ⅱ 

異状なし 

緊急度Ⅰ 

緊急度Ⅲ 

『R5～R9 年度：9km』 
 『R10 年度～ ：17km ※総合地震対策も含む 』 
 

年当たり改築延長 
 

第１期の想定よりも割

合が小さい 

緊急度Ⅱ 

異状なし 

緊急度Ⅲ 

【第２期】緊急度分布の推移想定（下記の年当たり改築延長で改築更新を行う場合） 

（経過年） 

（経過年） 
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施策Ⅰ－３ ストックマネジメントの推進   

１ 

は
じ
め
に 

 
 

  ◆処理場・ポンプ場の維持管理・改築更新 

●処理場・ポンプ場
*
の設備など約 14,000 点に対し、リスク評価（設備が故障した

場合の被害規模や不具合の起こりやすさ）を行い、優先的に対策が必要な設備を選

定しました。 

 

●下水道ストックマネジメント計画では、処理場、ポンプ場設備に対して、「予防保全

型管理」を実施することで、設備の健全度を維持するとともに、老朽化した設備は

適切な時期に改築を進め、『影響度４～５の設備が故障リスク大となる割合』を現状

維持させることを目標としています。 

なお、故障リスク大の設備が常態化するため、長寿命化対策が可能な設備は積極

的に長寿命化*を実施し事業費を削減させたうえで、出来る限り故障リスク大の割合

の低減を図ります。 

 

（故障リスク大の定義） 

 故障発生時の「影響度」と故障の「発生確率」をマトリクス評価し、故障リスク

大・リスク大・リスク中・リスク小に分類しています。 
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※発生確率 

   健全度または経過年数と目標耐用年数により、発生確率の評価点を算出  

※影響度 

   エリア面、機能面、能力面、コスト面のそれぞれに重み付けを行い、定量的に評価点を算出 

ランク

5 大 大 大 故障リスク大 故障リスク大

4 中 中 中 大 大

3 小 小 小 中 大

2 小 小 小 小 中

1 小 小 小 小 小

評価点 　　～　1 1.1　～　2 2.1　～　3 3.1　～　4 4.1　～　5

ランク 1 2 3 4 5

発

生

確

率

評価点 改築シナリオに用いるマトリクス表

5　～ 　５

4　～　4.9

3　～　3.9

2　～　2.9

1　～　1.9

影響度
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施策Ⅰ－３ ストックマネジメントの推進   

１ 

は
じ
め
に 

 
 

〇年度別のリスク分布 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇改築対象施設の例 

●浄化センター
*
のスクリーンかす設備 

 

 

 

 

 

 

 

●ポンプ場*のポンプ設備 
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３０年間の故障リスク大の割合は１５～１７％を維持 

ケーシング部分の腐食 レーキ部分の腐食、変形 

ケーシング部分の腐食 
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施策Ⅰ－３ ストックマネジメントの推進   

１ 

は
じ
め
に 

 
 

 具体的取組 

 

取 組 １ 管きょの維持管理 

概 要 

管路施設の機能を確保するために、日常的・定期的な維持管理を的確に実施し、施設

を良好な状態に保ちます。さらに、蓄積された維持管理情報を分析・活用すること

で、より効率的な維持管理を実施します。 

主な事業 
点検 Ｌ＝５０ｋｍ／年 

 調査 Ｌ＝１００ｋｍ／年 

  

取 組 ２ 処理場・ポンプ場の維持管理 

概 要 

処理場、ポンプ場設備に対し、日常点検、定期点検等を実施することにより、設備の

健全度を維持します。 

また、点検記録や蓄積された維持管理情報を分析・活用することにより、施設の寿命

を予測し、異常や故障に至る前に対策を施す予防保全
*
を実施します。 

主な事業 
保全に必要な維持管理情報を収集するため、ストックマネジメント

*
に基づく点検、

調査、修繕を実施します。 

  

取 組 ３ 管きょの改築更新 

概 要 
管きょの老朽化が進む中、道路陥没の原因となる管きょの破損などを未然に防止す

るため、劣化状態に応じて改築を実施します。 

主な事業 改築更新 Ｌ＝９～１７ｋｍ／年 

実施計画 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 

改築更新 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 

インプット 管きょの改築 
Ｒ５～Ｒ９       ９ｋｍ／年 

Ｒ１０～Ｒ１４ １７ｋｍ／年 

アウトプット 目標の方向性 現状値（R4） 目標（R14） 

管きょ改築率（Ｒ３～１４） 増加（↑） １５％ １００％ 

  

取 組 ４ 処理場・ポンプ場の改築更新 

概 要 
設備の老朽化が進む中、処理に支障をきたす設備故障などを未然に防止するため、優

先度の高い設備から改築を実施します。 

主な事業 

設備故障リスクの高い設備について、計画的に改築を実施します。また、改築の実施

にあたっては、ライフサイクルコスト
*
（ＬＣＣ）の検証によって、最適な改築方法

を選定します。 

実施計画 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 

改築更新 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 

インプット 処理場、ポンプ場の改築 ２処理場、１８ポンプ場 

アウトプット 目標の方向性 現状値（R4） 目標（R14） 

設備故障リスク（大）の割合 維持（→） １５％ １５％ 
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施策Ⅰ－４ 施設の再構築   

１ 

は
じ
め
に 

 
 

 

 

将来の人口減少に伴う汚水量の減少などに合わせた施設に再構築していくことが必要

となってきます。施設のダウンサイジングや統廃合など、費用対効果を考慮しながら、老

朽化した施設の改築
*
を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ◆中央統合ポンプ場・印旛統合ポンプ場の建設 

●供用開始後 50年を経過し、老朽化が著しい神明・幸・黒砂・出洲、高洲第１・２

ポンプ場について、将来人口の減少に伴う汚水量の減少も考慮して、「中央統合ポン

プ場」「印旛統合ポンプ場」への施設の統廃合を行います。 
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施策Ⅰ－４ 施設の再構築 

【主な取組み】 

☞中央統合ポンプ場（２０２８（令和１０）年度工事着手予定) 

  ⇒神明、幸、黒砂、出洲ポンプ場の統合 

☞印旛統合ポンプ場（２０２１（令和３）基本設計着手、次期計画工事着手予定） 

  ⇒高洲第１・２ポンプ場の統合 
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施策Ⅰ－４ 施設の再構築   

１ 

は
じ
め
に 

 
 

 具体的取組 

 

取 組 １ 施設の再構築 

概 要 

土木躯体耐用年数（５０年）に達する処理場・ポンプ場施設について、統廃合による

施設機能の高度化・耐震化
*
などのメリットを検討し、再構築事業を推進します。 

また、ストックマネジメント
*
に基づく施設の更新にあたっては、人口減少社会の到

来を見越して、施設の統廃合やダウンサイジングを検討していきます。 

 

主な事業 

＜ポンプ場
*
の再構築＞ 

 中央統合ポンプ場（中央処理区４中継ポンプ場の統廃合） 

 印旛統合ポンプ場（印旛処理区２中継ポンプ場の統廃合） 

 

実施計画 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 

中央統合ポンプ場     ⇒   ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 

神明遮集幹線         ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 

幸遮集幹線            ⇒ 

黒砂遮集幹線          ⇒ ⇒ ⇒ 

出洲遮集幹線           ⇒ ⇒ 

雨水滞水池撤去    ⇒ ⇒ ⇒ ⇒      

印旛統合ポンプ場 ⇒ ⇒ ⇒          

汚水幹線  ⇒ ⇒          

インプット 統合ポンプ場 ２箇所 

アウトプット 目標の方向性 現状値（R4） 目標（R14） 

統合ポンプ場着手 維持（→） ２箇所 ２箇所 
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施策Ⅰ－５ 未普及地域の解消   

１ 

は
じ
め
に 

 
 

 

 

衛生的な生活環境を実現するため、未普及地域の汚水管きょの整備を行います。 

 

 

 

 

 

  ◆未整備地区の整備 

●区画整理事業は、街づくりにおけるインフラ整備であり、下水道は重要な要素の一

つであることから、整備を進めます。 

●その他箇所については、順次、整備箇所を抽出して整備を行います。 

また、私道等については、整備要件を説明し、整備効果等を PR していくことで整

備を進めます。 
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未整備面積 ８２２ha

区画整理事業 ３２ha

私道など未整備地区 ７８ha

区画整理事業及び私道など未整備地区

について、引き続き整備を行う。

現状で山林・農地 ６０４ha

公園緑地の公共施設 １０８ha

汚水の発生源がないので、当面整備

を行わない。

区画整理事業

３haの整備

未整備地区

１４haの整備
計画期間内

１７haの整備

施策Ⅰ－５ 未普及地域の解消 

【主な取組み】 

☞未整備地区の整備 

  ⇒区画整理事業（３ｈａ） 

私道など未整備地区 （１４ｈａ） 

事業計画面積     ：１３，１２１ha 

整備済面積（R4 末） ：１２，２９９ha 

未整備面積（R4 末） ：   ８２２ha 
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施策Ⅰ－５ 未普及地域の解消   

１ 

は
じ
め
に 

 
 

 具体的取組 

 

取 組 １ 未整備地区の整備 

概 要 

「千葉市汚水適正処理構想」に基づき汚水管きょの整備を進め、未普及地域の解消に

取り組んでいきます。汚水整備は概ね完成に近づいているため、下水道処理人口普及

率
*
は現在の９７．５％前後で推移する見込みです。 

 

主な事業 

区画整理事業     Ａ＝ ３ｈａ 

私道など未整備地区    Ａ＝１４ｈａ 

 

実施計画 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 

区画整理事業 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 

未整備地区 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 

インプット 
区画整理事業  ３ｈａ 

未整備地区 １４ｈａ 

アウトプット 目標の方向性 現状値（R4） 目標（R14） 

汚水整備率 増加（↑） ９３．７％ ９３．９％ 

  

取 組 ２ 水洗便所改造等資金の貸付・一部助成 

概 要 

公共下水道
*
への接続を促進するため、既設の便所を水洗便所に改造する工事を行う

者に資金の助成を行います。ただし、水洗化によって浄化槽・汲み取りが減少してい

るため、件数自体も逓減してきています。 

 

主な事業 

＜貸付金＞ 

工事に要した費用５０万円を限度に無利息で３７か月以内の月賦償還で貸付をし

ます。 

＜補助金＞ 

接続奨励金として供用開始の公示後１年以内に施工するものに対し１万円、１年

から３年以内で、自己資金
*
で施工する者に対し５千円を補助します。 
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５ 主要施策 
 
 

基本方針Ⅱ 
 

環境の保全と循環型 

社会を目指す下水道 
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施策Ⅱ－１ 水質・水量の管理   

１ 

は
じ
め
に 

 
 

 

 

市内２箇所の浄化センター*では、生活排水や工場排水等を処理して、東京湾に放流し

ています。公共用水域
*
の水質保全のため、水質・水量の適正な管理に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ◆流入水・放流水の水質管理 

●本市では、処理場の運転管理に包括的民間委託を導入しています。受注者は、より

安定して良好な水質を確保できる水質基準を自ら設定し、適正な運転管理に努めて

います。 

 

  ◆事業場等に対する指導・監視 

●工場や事業場等から排水する使用者に対し、有害物質等が下水道施設に流入するこ

とのないよう、除害施設*の設置、立入検査や指導・監視を行い、浄化センターの処

理機能の確保と公共用水域*の水質保全に努めています。 

 

  ◆不明水対策の推進 

●原因が特定しづらい雨天時浸入水や地下水浸入水などの汚水管へ流入する不明水*

は、その水量が下水道の処理能力を超えてしまうと、マンホールからの汚水溢水に

より公衆衛生を悪化させ、また、浄化センターの水処理に影響を与えるなど、水質

が悪化するおそれがあります。さらに、下水処理に要する維持管理費が増加するな

ど、経営にも影響を与えることから、不明水の実態解明や解決に向けて対策を進め

ていきます。 
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施策Ⅱ－１ 水質・水量の管理 

【主な取組み】 

☞流入水・放流水の水質管理 

  ⇒処理場（浄化センター）への流入水及び東京湾への放流水の管理 

☞事業場等に対する指導・監視 

  ⇒事業場等に対する水質検査や立入検査 

☞不明水
*
対策の推進 

  ⇒地下水や雨水等の不明水対策 
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施策Ⅱ－１ 水質・水量の管理   

１ 

は
じ
め
に 

 
 

 具体的取組 

 

取 組 １ 流入水・放流水の水質管理 

概 要 
浄化センターの運転を適切に行い、閉鎖性水域

*
である東京湾の水質を維持するた

め、浄化センターの流入水および放流水の水質をモニタリングします。 

主な事業 流入水・放流水の水質試験 

実施計画 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 

水質試験 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 

  

取 組 ２ 事業場等に対する指導・監視 

概 要 

浄化センターの処理を妨げるおそれのある下水などを流す工場・事業場に対して、定

期的に立ち入り、水質検査を実施し、違反事業場に対しては速やかな改善を求める指

導を行います。 

主な事業 

＜特定施設届出業務＞ 

特定施設を設置して公共下水道
*
を使用する場合等に行う届出を審査します。 

＜事業場行政措置関係業務＞ 

排除基準違反の数値により、注意・勧告・警告を行います。 

改善状況を確認し、定期的な立ち入り検査によるチェックを実施します。 

実施計画 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 

検査・指導 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 

  

取 組 ３ 不明水対策の推進 

概 要 

下水道施設の老朽化等が原因で、地下水が下水道管へ浸入しているため、浄化センタ

ーでは余分に水処理が行われています。 

これに対して、不明水発生箇所を特定し、対策を講じています。 

主な事業 送煙調査、晴天時・雨天時流量調査などを実施します。 

実施計画 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 

調査・対策 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 
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施策Ⅱ－２ 高度処理の推進   

１ 

は
じ
め
に 

 
 

 

 

東京湾の水質改善のため、中央浄化センターの既設水処理施設の２系列の高度処理*化

を進めます。 

 

 

 

 

 

 

  ◆高度処理施設の増設（再構築） 

●高度処理施設は、東京湾の赤潮
*
・青潮の発生原因の一つである下水処理水中の窒素

*・リン*の除去能力が高く、また、浄化センター内の水処理施設（コンクリート躯

体）が供用開始から 50年以上経過しているため、施設の再構築にあわせて高度処

理施設を整備します。 
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施策Ⅱ－２ 高度処理の推進 

【主な取組み】 

☞中央浄化センター高度処理施設 

  ⇒既設水処理施設１系列の撤去〈令和５年度～令和８年度予定〉 

   高度処理施設の整備〈令和１４年度基本設計着手予定〉 

   （既設水処理施設２系列目の再構築） 
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施策Ⅱ－２ 高度処理の推進   

１ 

は
じ
め
に 

 
 

 具体的取組 

 

取 組 １ 中央浄化センター高度処理施設 

概 要 

中央浄化センターに流入する下水は、現在、標準活性汚泥法
*
により処理されていま

すが、この水処理施設が老朽化していることや一層高い水準での水処理が要求され

ていることから、現在の水処理施設に代わって、高度処理
*
施設の整備を行います。 

 

主な事業 
中央浄化センター水処理第２系列 建設 

 

実施計画 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 

中央浄化センター ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒      ⇒ 

インプット 中央浄化ｾﾝﾀｰ水処理第２系列着手 １箇所 

アウトプット 目標の方向性 現状値（R4） 目標（R14） 

中央浄化ｾﾝﾀｰ水処理第２系列着手 増加（↑） ０箇所 １箇所 
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施策Ⅱ－３ 地球温暖化対策の推進   

１ 

は
じ
め
に 

 
 

 

 

地球温暖化*の原因となる温室効果ガス*排出量の削減に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

  ◆省エネルギー機器の導入 

●設備の老朽化等による機器の更新にあたっては、効率がよく省エネ性能が高い機器

を導入していくことで、電力消費量の削減に努めます。 

 

  ◆再生可能エネルギーの活用 

●浄化センター
*
・ポンプ場

*
において、太陽光発電設備の導入や汚泥の固形燃料化（ｐ．

77）による未利用エネルギーの活用に取り組み、電力消費量・温室効果ガス排出量

の削減に努めます。 
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施策Ⅱ－３ 地球温暖化対策の推進 

【主な取組み】 

☞省エネルギー機器の導入 

  ⇒省エネルギー機器を導入し、電力消費量を削減 

☞再生可能エネルギー
*
の活用 

  ⇒浄化センター・ポンプ場において、太陽光発電設備の導入を検討 

下水道も地球温暖化

対策を進めています。 
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施策Ⅱ－３ 地球温暖化対策の推進   

１ 

は
じ
め
に 

 
 

 具体的取組 

 

取 組 １ 省エネルギー機器の導入 

概 要 

設備の老朽化等による機器の更新にあたっては、効率がよく省エネ性能が高い機器

を導入していくことで、電力消費量の削減に努めるほか、下水施設から排出される温

室効果ガス
*
排出量を、２０１３（平成２５）年度比で１６％※２削減します。 

 

主な事業 
省エネルギー機器の導入 

 

実施計画 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 

省ｴﾈ機器の導入 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 

インプット 省エネルギー機器の導入 ２処理場、１８ポンプ場 

アウトプット 目標の方向性 現状値（R4） 目標（R14） 

温室効果ガス排出量削減率※１ ― ※２ １８％ １６％※２ 

※１ 取組２と施策Ⅱ―４の取組１を合わせた削減率（P.78参照） 

※２ 目標（R14）は令和５年度に改訂する「下水道における地球温暖化対策推進計画」に基づき見直 

します 

 

 

取 組 ２ 再生可能エネルギーの活用 

概 要 

浄化センター・ポンプ場
*
において、太陽光発電設備の導入によるエネルギーの活用

に取り組み、電力消費量の削減に努めるほか、下水施設から排出される温室効果ガス

排出量を、２０１３（平成２５）年度比で１６％※２削減します。 

 

主な事業 
太陽光発電設備の導入 

 

実施計画 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 

太陽光発電の導入  ⇒ ⇒ ⇒ ⇒        

インプット 太陽光発電設備の導入 実施 

アウトプット 目標の方向性 現状値（R4） 目標（R14） 

温室効果ガス排出量削減率※１ ― ※２ １８％ １６％※２ 

※１ 取組１と施策Ⅱ―４の取組１を合わせた削減率（P.78参照） 

※２ 目標（R14）は令和５年度に改訂する「下水道における地球温暖化対策推進計画」に基づき見直 

します 
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施策Ⅱ－４ 資源の有効利用   

１ 

は
じ
め
に 

 
 

 

 

汚水*の処理過程で発生する汚泥等の下水道資源の有効利用を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

  ◆汚泥有効利用施設の導入 

●南部浄化センターにおいて、老朽化が進んでいる汚泥焼却炉の更新にあわせ、固形

燃料化施設を導入します。 

 

 

  ◆汚泥有効利用施設等の導入検討 

●下水汚泥の固定燃料化・焼却灰のセメント原料化、リン回収などの下水汚泥の資

源利用や発電用の消化ガス発生量を増加させるため、老朽化が進んでいる汚泥焼却

炉の更新にあわせ、汚泥有効利用施設の導入の検討を進めます。 
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   ※DBO（Design Build Operate）   

     

施策Ⅱ－４ 資源の有効利用 

【主な取組み】 

☞汚泥有効利用施設の導入 

  ⇒汚泥焼却炉の更新にあわせ、温室効果ガス
*
排出量の削減が期待できる 

   固形燃料化施設の導入〈令和３年度～令和１０年度〉 

   ＤＢＯ※方式による官民連携を推進する 

  ⇒肥料の国産化と安定的な供給、資源循環型社会の構築を目指し、下水汚泥
*
資

源の肥料化に向けた検討を進める   
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施策Ⅱ－４ 資源の有効利用   

１ 

は
じ
め
に 

  

 具体的取組 

 

取 組 １ 汚泥有効利用施設の導入 

概 要 

下水汚泥
*
を資源利用するため、南部浄化センターにおいて、汚泥有効利用施設を導

入します。 

固形燃料化施設を導入することなどにより、下水施設から排出される温室効果ガス

排出量を、２０１３（平成２５）年度比※１で１６％※３削減します。 

また、肥料の国産化と安定的な供給、資源循環型社会の構築を目指し、下水汚泥資源

の肥料利用の大幅な拡大に向けて総力をあげて取り組むことが求められており、下

水汚泥の肥料化の可能性について検討を進めます。 

主な事業 
焼却炉の更新にあわせた固形燃料化施設の導入 

下水汚泥の肥料化に向けた検討 

実施計画 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 

汚泥有効利用施設 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒     

インプット 汚泥有効利用施設の導入 実施 

アウトプット 目標の方向性 現状値（R4） 目標（R14） 

温室効果ガス排出量削減率※２ ― ※３ １８％  １６％※３ 

下水道汚泥リサイクル率 増加（↑） ７８％ ８５％ 

※１ ２０１３（平成２５）年度の温室効果ガス排出量は、３２，８１６ｔ-ＣＯ２で、容積にする 

と、東京ドームの１３．５杯分に相当 

※２ 施策Ⅱ―３の取組１、２（P.76）を合わせた削減率 

※３ 目標（R14）は令和５年度に改訂する「下水道における地球温暖化対策推進計画」に基づき見直 

します 
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施策Ⅱ－５ 自然と調和した景観づくり   

１ 

は
じ
め
に 

 
 

 

 

本市では、地域の環境保全や下水道を身近に感じていただくため、雨水調整池の除草や

清掃などを通じて、下水道施設の景観づくりに努めています。 

また、春には草野水のみちなどの沿線にて、桜の開花を楽しむことができます。 
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施策Ⅱ－５ 自然と調和した景観づくり 

こてはし台調整池 草野水のみち 
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５ 主要施策 
 
 

基本方針Ⅲ 
 

健全な経営に基づいた 

持続可能な下水道 
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施策Ⅲ－１ 経営基盤の強化   

１ 

は
じ
め
に 

 
 

 

 

人口減少社会の到来に加え、社会情勢の変化による下水道使用料収入の減少、老朽化

施設の増加など、下水道事業を取り巻く経営環境は今後ますます厳しくなっていくと見

込まれます。 

このため、今後も良質で持続可能な下水道サービスを提供するため、更なる経営基盤

の強化に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ◆収入の確保 

●新型コロナウイルス感染症による市民生活や市内経済への影響を見極めながら、収

支計画期間中に見込まれる資金不足を賄うため、下水道使用料を見直します。 

●引き続き、公共下水道*への未接続や誤接続に対する指導、水洗便所改造資金の助成

制度の活用などにより、水洗化の促進に努めていきます。 

●既存施設の空きスペースや未利用資産の有効活用、売却を検討していきます。 
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施策Ⅲ－１ 経営基盤の強化 

【主な取組み】 

☞収入の確保 

  ⇒下水道使用料の見直し、水洗化の促進、資産の活用 

☞コスト縮減 

⇒事業費の平準化と事業の選択、再生可能エネルギー*活用、施設の再構築

（統廃合等）による維持管理費の削減 

☞ＩＣＴ*技術などの先端技術の導入による下水道管理の効率化（ＤＸ*） 

⇒ＵＡＶ（ドローン）を活用した下水道施設の調査 

☞企業債残高の削減 

⇒建設企業債の発行を抑制し、企業債残高を削減 

☞マネジメントシステムの構築 

  ⇒効率的な事業運営を行い、目標を達成するための制度の構築 
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施策Ⅲ－１ 経営基盤の強化   

１ 

は
じ
め
に 

 
 

  ◆コスト縮減 

●ストックマネジメント
*
（p.59参照）に基づき、必要な事業の優先順位付けを行い、

収支バランスを図りながら事業を進めていきます。 

●省エネルギー機器の導入や再生可能エネルギー
*
の活用（p.75参照）により、電力

消費量を削減することで、温室効果ガス
*
排出量の削減に加えて、電気料金の削減に

努めます。また、施設の再構築（p.65参照）を進め、施設の最適化やダウンサイジ

ングなどにより、維持管理費の削減に努めていきます。 

 

  ◆ＩＣＴ技術などの先端技術の導入による下水道管理の効率化(ＤＸ) 

●「人」「モノ」「カネ」の課題が顕在化、深刻化する中、持続可能な事業運営のための

総合的な取組みが必要となっています。 

 取組みの一環として、本市では、ＵＡＶ（ドローン）を活用した施設の点検や調査を

２０１８（平成３０）年度から試験的に開始し、運用を行っています。 

今後も、下水道の新技術や先端技術の導入を積極的に検討していきます。 

 

  ◆企業債残高の削減 

●企業債
*
の発行額と償還額のバランスを見ながら、令和５年度から令和９年度は、建

設企業債の発行限度額を９０億円程度に設定し、建設事業費の平準化を図りながら、

企業債残高を削減させていきます。 

 

  ◆マネジメントシステムの構築 

●各業務における説明責任や情報管理の高度化、各種制度による新たな事業展開、そし

て施設の老朽化への対応など、業務量が増加しているにも関わらず、習熟したベテラ

ン職員については、減少している状況です。 

●現在、ストックマネジメント計画に基づき、施設の効率的な維持管理や更新に努めて

いますが、モノだけでなく、ヒト、カネの要素も含めて、より一層の業務の効率化を

図るため、ＰＤＣＡサイクル*などのマネジメントシステムの構築に努めます。 
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施策Ⅲ－１ 経営基盤の強化   

１ 

は
じ
め
に 

 
 

 具体的取組 

  

取 組 １ 下水道使用料収入の確保 

概 要 

確実な収入の確保及び負担の公平性・公正性を図るため、未水洗家屋に対する訪問接

続指導や、地下水利用者の実態把握に努めます。 

また、２０１８（平成３０）年１月に千葉県営水道と上下水道料金徴収一元化を開始

し、支払の利便性向上と徴収率の向上に努めています。 

 

主な事業 

未水洗家屋への訪問指導し、水洗化を促進するほか、使用料の徴収率向上に努め、使

用料収入の確保に努めます。 

 

  

取 組 ２ 下水道使用料の見直し 

概 要 

新型コロナウイルス感染症による市民生活や市内経済への影響等を考慮し、２０２

４（令和６）年度～２０２５（令和７）年度に見込まれる資金不足に対応するため、

２０２４（令和６）年度を目途に下水道使用料改定を見込んでいます。 

なお、それ以降は資金収支の状況を見極めながら、改定の必要性について検討を行い

ます。 

主な事業 ２０２４（令和６）年度を目途に下水道使用料を改定 

アウトプット 目標の方向性 現状値（R4） 目標（R9） 

経費回収率 増加（↑） １０８.４％ １１０.５％ 

  

取 組 ３ 下水道資産の利活用  

概 要 
廃止した下水道施設・用地等の有効活用や売却、下水汚泥

*
・リン

*
などの資源・エネ

ルギー利用について、民間事業者との協力も視野に入れ効率的な利活用に努めます。 

 

主な事業 

＜遊休資産の有効活用＞ 

 遊休資産の有効活用について検討を行います。 

 

＜下水道資源・エネルギーの利用検討＞ 

 下水処理過程で発生する汚泥などの資源やエネルギーの利活用について検討を行

います。 
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施策Ⅲ－１ 経営基盤の強化   

１ 

は
じ
め
に 

 
 

  

  

取 組 ４ 経費の削減（第２期下水道ストックマネジメント計画の策定） 

概 要 

老朽化施設の点検や調査費用の増加が見込まれる中、施設の維持管理費や改築更新

にストックマネジメント
*
手法を導入することにより、年度ごとの事業費の平準化

と、事前予防による総事業費の縮減に努めます。 

 

主な事業 

＜第２期下水道ストックマネジメント計画の策定＞ 

２０１８（平成３０）年３月に策定したストックマネジメント計画（Ｈ３０～Ｒ

４）に基づき事業を実施し、２０２３（令和５）年度以降の新たな計画を策定しまし

た。当該計画に基づき、計画的に点検および改築更新等を進めていきます。 

 

  

取 組 ５ ＩＣＴ
*
技術などの先端技術の導入による下水道管理の効率化（ＤＸ

*
） 

概 要 

下水道事業は、地震・大雨等への備え、エネルギー問題への対応・貢献が求められて

おり、ＩＣＴ技術の活用が推奨されています。本市においても、新技術の導入につい

て検討を進め、上記のような社会要請に応えるよう努めます。 

 

主な事業 

＜下水道施設調査の効率化＞ 

ＵＡＶ（ドローン）を活用して、管路等の点検・調査を効率的に行います。 

 

＜下水道台帳のモバイル化＞ 

日常及び災害時の現場で正確な情報を取り扱うために、下水道台帳をタブレット

でも運用し、現場対応力を高めます。 

 

  

取 組 ６ 企業債残高の削減 

概 要 企業債残高を引き続き削減します。 

主な事業 
企業債

*
の発行額と償還額のバランスを見ながら、令和９年度までは建設企業債の発

行限度額を９０億円程度に設定し、建設事業費の平準化を図りながら、企業債残高を

削減させていきます。 

アウトプット 目標の方向性 現状値（R4） 目標（R9） 

企業債残高 減少（↓） ２,１７２億円 １,９９４億円 
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施策Ⅲ－１ 経営基盤の強化   

１ 

は
じ
め
に 

 
 

  

   

取 組 ７ マネジメントシステムの構築 

概 要 

現在、ストックマネジメント計画に基づき、施設の効率的な維持管理や更新に努めて

いますが、モノだけでなく、ヒト、カネの要素も含めて、より一層の業務の効率化を

図るため、アセットマネジメント
*
を踏まえたマネジメントシステムの構築を目指し

ていきます。 

 

主な事業 

・マネジメントシステムの構築 

・業務マニュアルの作成、管理 
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施策Ⅲ－２ 官民連携の推進   

１ 

は
じ
め
に 

 
 

 

 

民間活力を活用し、効率的な施設管理を行うため、処理場の運転管理の包括的民間委

託を行いながら業務範囲の見直しを行っていくほか、今後は管路施設においても導入を

開始します。 

また、施設の導入にあたっては、ＰＰＰ*/ＰＦＩ*手法を検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ◆処理場・ポンプ場等の民間活用の推進 

●本市では、市の適正な管理のもと、経済性・効率性を考慮し、より専門的な民間企

業に包括的維持管理業務委託しています。民間事業者の創意工夫により業務の効率

化を図りながら、水質管理、施設の運転操作及び保守点検などを行っていきます。 

 

 

  ◆管路の民間活用の推進 

●今後、老朽化した管路が増加し、現在の人員では適切な維持管理や更新が困難にな

るおそれがあります。そのため、民間事業者のノウハウを生かし、効率的な業務を

行っていくため、管路においても包括的維持管理業務の導入を開始します。 
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施策Ⅲ－２ 官民連携の推進 

【主な取組み】 

☞処理場・ポンプ場等の民間活用の推進 

⇒処理場及びポンプ場
*
の設備点検や運転管理で実施している包括的民間委託

を継続して実施 

☞管路の民間活用の推進 

  ⇒管路の維持管理業務について、対象の区域を限定し包括的民間委託を導入 

   本委託の効果検証結果を踏まえ、業務範囲・区域等の拡大などについて検討 

☞ＰＰＰ／ＰＦＩ事業の推進 

⇒汚泥有効利用施設の導入（p.77参照）に当たっては、ＰＰＰ/ＰＦＩ手法に

より導入するほか、太陽光発電（p.75 参照）についても導入を検討 
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施策Ⅲ－２ 官民連携の推進   

１ 

は
じ
め
に 

 
 

 具体的取組 

 

取 組 １ 処理場・ポンプ場等の維持管理における民間活用の推進（包括的民間委託） 

概 要 

老朽化施設の増加に伴う施設の改築更新・再構築が今後加速・集中していくことや災

害時の対応への課題なども踏まえ、社会情勢の変化等に応じて、下水道事業へ求めら

れる質を確保しながらも効率性を実現するための有効な方策の一つとして、民間活

力を活用し、協働
*
・連携して維持管理を行います。 

 

主な事業 

中央処理区（中央浄化センター）・南部処理区（南部浄化センター）における処理場・

ポンプ場等の包括的維持管理 

 

  

取 組 ２ 管路の維持管理における民間活用の推進（包括的民間委託の導入検討） 

概 要 

社会情勢の変化等に伴い、下水道事業へ求められる役割や課題も多様化・複雑化して

きています。そこで、それらの課題に対応するために、既存の手法に捉われず、民間

活力を活用し、協働・連携して課題解決や維持管理を行います。 

 

主な事業 

・対象の区域を限定し、包括的民間委託を導入 

・本委託の効果検証結果を踏まえ、業務範囲・区域等の拡大などについて検討 
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Ｔｏｐｉｃｓ 

浄化センターは２４時間休むことなく稼働しています。 
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施策Ⅲ－３ 広域化・共同化の推進   

１ 

は
じ
め
に 

 
 

 

 

施設等の老朽化に伴う大量更新期の到来や、人口減少に伴う使用料収入の減少、並び

に習熟したベテラン職員の減少による執行体制の脆弱化など、厳しさが増す経営環境に

対応する効率的な事業を行っていくため、下水道関連業務の広域化・共同化
*
を進めま

す。 

 

 

 

 

  ◆農業集落排水施設を公共下水道へ接続 

●農業集落排水事業で処理場を有する９地区の再編計画（公共下水道への接続）を 

２０２０（令和２）年度に策定し、２０２１（令和３）年度から事業に着手してい

ます。 
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施策Ⅲ－３ 広域化・共同化の推進 

【主な取組み】 

☞農業集落排水
*
施設を公共下水道

*
へ接続 

  ⇒農業集落排水事業で処理している汚水
*
を下水道施設で処理 

 

農業集落排水９地区の再編 

（公共下水道への接続） 
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施策Ⅲ－３ 広域化・共同化の推進   

１ 

は
じ
め
に 

 
 

 具体的取組 

 

取 組 １ 農業集落排水処理施設の統廃合と公共下水道への接続 

概 要 

本市の農業集落排水事業は、全１０地区が事業採択され、１９８８（昭和６３）年度

から２００７（平成１９）年度まで施設を整備し、２００８（平成２０）年度に全地

区で供用を開始しています。しかし、事業を運営するに当たり、施設等の老朽化に伴

う改築費用の増大や、人口減少等に伴う使用料収入の減少により、経営環境は厳し

く、事業費の多くを一般会計
*
からの繰入金で賄っている施設であり、より一層効率

的な事業運営が求められています。 

このため、処理場を有する９地区を対象に、農業集落排水施設の統廃合を行い、公共

下水道に接続することにより、汚水処理の広域化・共同化
*
を推進し、農業集落排水

事業の維持管理費を縮減します。 
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農業集落排水は農村下水道ともいわれ、し尿・生活排水などの汚水処理に重要

な役割を果たしています。都道府県知事から指定された農業振興地域の農業集落

において、生活雑排水などの汚水*等を処理することにより、農業用用排水の水

質保全、農村生活環境の改善、公共用水域*の水質保全を図っています。 

本市では、緑区上大和田町・下大和田町、若葉区中野町・旦谷町など緑区・若葉

区の一部において、大和田地区、平川地区、本郷地区、野呂地区、中野・和泉地区、

中田・古泉地区、谷当地区、富田地区、平山地区、更科地区の合計１０地区（処理

区）で供用を開始しています。整備事業が完了したことで、農業用用排水の水質保

全、農村環境が改善されるとともに、河川（鹿島川）・湖沼（印旛沼）などの公共

用水域の水質保全につながっています。 

Ｔｏｐｉｃｓ 

農業集落排水事業について 



90 

  
 

施策Ⅲ－４ 人材の育成   

１ 

は
じ
め
に 

 
 

 

 

老朽化施設の増加により、今後は点検や調査等の業務量の増加が見込まれています。

安定して下水道サービスを提供していくためには、現場業務に習熟したベテラン職員が

ＯＪＴなどを通じて若手職員に技術を継承し、委託業務に対する履行監視能力を備えた

人材を育成していかなければなりません。 

また、あわせて将来のＩＣＴ
*
、ＡＩ

*
等の情報通信技術による維持管理に対応できる

人材を育成していく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 具体的取組 

 

取 組 １ 人材育成 

概 要 

計画目標の達成に向け、業務を遂行するには、備えるべき職員の能力も求められま

す。また、その能力を職員が有しているかを正確に把握するとともに、職員の実績を

記録・蓄積していくことも大切です。 

そこで、組織の要求する能力の水準に基づく人材育成を実施することで、確実な事業

運営を目指します。 

また、業務を遂行していく上で、コンプライアンス教育の徹底や事故防止のための労

働安全衛生教育を継続していきます。 

 

主な事業 

・組織要求の人材整理 

・下水道部局研修の実施 
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施策Ⅲ－４ 人材の育成 

【主な取組み】 

☞職員研修の実施 

  ⇒各団体で実施している集合研修や他団体への派遣などを積極的に実施 

☞ＯＢなどのベテラン職員による技術の承継 

  ⇒再任用職員等によるＯＪＴなど若手職員の指導・育成 
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施策Ⅲ－５ 広報による理解の促進   

１ 

は
じ
め
に 

 
 

 

 

下水道の機能・役割や必要性、経営状況の見える化など、下水道事業に対する理解を

深めていただくため、分かりやすい情報の発信に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 具体的取組 

 

取 組 １ パンフレット・リーフレット等の作成・配布 

概 要 

下水道利用者の皆様に対し、下水道への理解を深めていただくため、パンフレットや

リーフレット等を作成・配布します。 

 

主な事業 市民向けパンフレット等の作成・配布 

  

取 組 ２ ホームページやＳＮＳ等による情報の発信 

概 要 

ホームページなどを活用して、下水道に関する情報を提供していくほか、掲載内容な

どを定期的に見直して、分かりやすい情報の発信に努めます。 

 

主な事業 

・ホームページの充実 

・アンケート結果から掲載内容の見直し 

・YouTubeによる情報の発信 
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施策Ⅲ－５ 広報による理解の促進 

【主な取組み】 

☞パンフレット・リーフレット等の作成・配布 

  ⇒各種パンフレットやリーフレットの作成・配布等 

☞ホームページやＳＮＳ
*
等による情報の発信 

  ⇒ホームページやＳＮＳ等の活用 

☞各種イベントの開催 

  ⇒下水道教室や施設見学会の実施 

☞アンケート調査の実施 

  ⇒ＷＥＢアンケートなどを活用したニーズの把握 
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施策Ⅲ－５ 広報による理解の促進   

１ 

は
じ
め
に 

 
 

  

   

取 組 ３ 各種イベントの開催 

概 要 各種イベントを開催し、下水道事業のＰＲを継続的に実施していきます。 

主な事業 下水道教室や施設見学会の実施 

  

取 組 ４ アンケート調査の実施と効果的な広報手段の検討 

概 要 

お客様のニーズを行政に反映させ、満足度の向上を目指すために、アンケート調査を

定期的に実施していきます。 

 

主な事業 
・ＷＥＢアンケート 

・効果的な広報手段の検討 
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Ｔｏｐｉｃｓ 

市ホームページで YouTubeを活用した情報発信を始めました。 
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６ 収支計画 
 
 

6-1 収支の見通し 
 

6-2 財政運営の方針 
 

6-3 投資・財政計画 
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６－１ 収支の見通し   

１ 

は
じ
め
に 

 
 

 

 

 

  １．下水道使用料                               

●令和２年度以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、使用料収入は減収し

ています。しかし、令和５年５月に感染症の位置付けが５類に移行し、新型コロナ感

染症拡大前の社会状態に戻っていくことが考えられるため、令和７年度に向けて次第

に使用料が回復していくと見込んでおり、その後人口減少などの影響により横ばいか

ら緩やかに減少すると見込まれています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．維持管理費                                

●今後は老朽化した下水道施設が急増していくことから、予防保全
*
型の維持管理方法

を推進するため、計画期間中の老朽化施設の点検・調査・修繕の費用の増加を見込ん

でいたところですが、令和４年度以降の燃料価格高騰に伴う電気料金値上げにより、 

さらなる費用増加を見込んでいます。 
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６－１ 収支の見通し 

※ 見直し後の 

Ｒ３,Ｒ４は決算額 

 (令和４年度使用料

特別減免分を含む) 

※ 
※ 

※ 見直し後の 

Ｒ３,Ｒ４は決算額 ※ 

※ 
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６－１ 収支の見通し   

１ 

は
じ
め
に 

 
 

  ３．建設事業費                                

●老朽化した下水道施設の急増に伴い、劣化が著しく改築
*
や更新が必要な施設が今後増

加していくことや、近年の大雨に対する防災・減災対策、耐水化のための施設整備等

を行っていく必要があります。 
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  令和３年度、令和４年度は決算額、令和５年度は当初予算額となっています。   
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６－１ 収支の見通し   

１ 

は
じ
め
に 

 
 

  ４．企業債元金償還額                             

● 企業債
*
の元金償還額は２０２２（令和４）年度にピークを越えますが、これまでに

発行した企業債のうち、今後、計画期間中にピークを迎える資本費平準化債の元金償

還が経営の圧迫要因となることが想定されます。そのため、事業の精査などにより、

企業債の新規発行額と償還額のバランスを図りながら、企業債残高を着実に削減して

いきます。 
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※ 見直し後の 

Ｒ３,Ｒ４は決算額 

Ｒ５は当初予算額 

※ ※ 

※ 見直し後の 

Ｒ３,Ｒ4 は決算額 

Ｒ５は当初予算額 

※ 
※ 
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６－２ 財政運営の方針   

１ 

は
じ
め
に 

 
 

 

 

 今後は、人口減少等に伴う下水道使用料収入の減少や施設の老朽化に伴う更新需要の増加

が見込まれるほか、局地的豪雨などによる浸水対策、地震対策のための防災・減災対策が求

められていることに加えて、社会情勢の変化など、下水道事業を取り巻く経営環境は厳しさ

を増しつつあります。 

下水道事業が健全な経営を持続し、将来にわたって市民生活に重要なサービスの提供を安

定的に継続していくために、中長期的な視点に立って、経営基盤の強化と財政マネジメント

の向上に努めていきます。 
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６－２ 財政運営の方針 

財源の確保 

●雨水公費・汚水
*
私費の原則による適正な公費負担と受益者負担

*
に基づく財源の確保 

●国庫補助金
*
の確保 

●遊休資産や下水道資源の有効活用による収入の確保 

コスト削減と事業費の平準化 

●ストックマネジメント
*
に基づく維持管理と改築更新の実施 

マネジメントシステムの構築 

●将来にわたって持続可能でより効率的・効果的な事業運営を達成していくため、マネジ

メントシステムの導入に向けた取組みを開始 

財務の健全性の確保 

●汚水
*
の処理にかかる費用を下水道使用料で賄う経費回収率

*
を１００％以上維持 

●企業債残高を削減していくため、令和５年度から令和９年度までの建設企業債の発行限

度額を９０億円程度に抑制 

ストックマネジメントのイメージ 
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６－３ 投資・財政計画   

１ 

は
じ
め
に 

 
 

 

■収益的収支 
年度  前々年度 

（ 決 算 ） 

前年度 

( 決 算 ) 

２０２３ 

令和５年度 区分 

収
益
的
収
支 

収
益
的
収
入 

１．営業収益 (A) 20,464,000 19,205,000 20,537,000 

(1)下水道使用料※  12,963,000 11,537,000 12,850,000 

(2)受託工事収益 (B)      

(3)その他  7,501,000 7,668,000 7,687,000 

２．営業外収益  8,024,000 9,624,000 7,957,000 

(1)補助金  77,000 1,737,000 285,000 

 他会計補助金  77,000 1,737,000 285,000 

(2)長期前受金戻入  7,907,000 7,846,000 7,639,000 

(3)その他  40,000 41,000 33,000 

収入計 (C) 28,488,000 28,829,000 28,494,000 

収
益
的
支
出 

１．営業費用  24,390,000 25,007,000 25,107,000 

(1)職員給与費  606,000 639,000 634,000 

 

基本給  516,000 541,000 567,000 

退職給付費  58,000 63,000 26,000 

その他  32,000 35,000 41,000 

(2)経費  7,204,000 7,697,000 8,030,000 

 
修繕費  542,000 809,000 839,000 

その他  6,662,000 6,888,000 7,191,000 

(3)減価償却費  16,580,000 16,671,000 16,443,000 

２．営業外費用  3,299,000 3,165,000 3,189,000 

(1)支払利息  3,188,000 2,916,000 3,077,000 

(2)その他  111,000 249,000 158,000 

支出計 (D) 27,689,000 28,172,000 28,296,000 

経常損益 (C)-(D) (E) 799,000 657,000 198,000 

特別利益 (F) 192,000 269,000 202,000 

特別損失 (G) 97,000 35,000 11,000 

特別損益 (F)-(G) (H) 95,000 234,000 191,000 

当年度純利益（又は純損失）(E)+(H) 894,000 891,000 389,000 

繰越利益剰余金又は累積欠損金 (I)    

流動資産 (J) 5,348,000 7,768,000 4,538,000 

 うち未収金 2,694,000 2,576,000 1,959,000 

流動負債 (K) 24,208,000 24,981,000 19,521,000 

 

うち建設改良費分  16,989,000 16,836,000 16,256,000 

うち一時借入金  3,252,000 1,408,000  

うち未払金  3,277,000 6,374,000 2,577,000 

累積欠損金比率  ( 
(I) 

×100)    
(A)-(B) 

地方財政法施行令第 15 条第 1項に 

より算定した資金の不足額 
(L)    

営業収益－受託工事収益 (A)-(B) (M) 20,464,000 19,205,000 20,537,000 

地方財政法による 

資金不足の比率 

(（L）/（M）×

100) 
   

健全化法施行令第 16 条により算定

した資金の不足額 
(N)    

健全化法施行規則第 6 条に規定する

解消可能資金不足額 
(O)    

健全化法施行令第 17 条により算定

した事業の規模 
(P) 

20,464,000 19,205,000 20,537,000 

健全化法第 22 条により

算定した資金不足比率 

(（N）/（P）×

100) 
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６－３ 投資・財政計画 

※ 下水道使用料については、２０２４(令和６)年度に５.４％の改定を実施し、 

それ以降は、資金収支不足が発生しないよう改定を見込んだ場合の試算値 
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６－３ 投資・財政計画   

１ 

は
じ
め
に 

  

 

 
２０２４ 

令和６年度 

２０２５ 

令和７年度 

２０２６ 

令和８年度 

２０２７ 

令和９年度 

21,239,000 21,288,000 22,060,000 21,944,000 

13,674,000 13,805,000 14,624,000 14,615,000 

    

7,565,000 7,483,000 7,436,000 7,329,000 

8,022,000 8,019,000 7,870,000 7,491,000 

260,000 200,000 69,000 69,000 

260,000 200,000 69,000 69,000 

7,728,000 7,785,000 7,767,000 7,388,000 

34,000 34,000 34,000 34,000 

29,261,000 29,307,000 29,930,000 29,435,000 

25,761,000 25,927,000 26,073,000 25,827,000 

682,000 719,000 694,000 730,000 

588,000 598,000 598,000 607,000 

52,000 79,000 52,000 79,000 

42,000 42,000 43,000 44,000 

8,569,000 8,522,000 8,643,000 8,678,000 

1,042,000 1,042,000 1,006,000 1,006,000 

7,527,000 7,480,000 7,637,000 7,672,000 

16,510,000 16,686,000 16,736,000 16,419,000 

2,719,000 2,539,000 2,390,000 2,265,000 

2,577,000 2,404,000 2,266,000 2,140,000 

142,000 135,000 124,000 125,000 

28,480,000 28,466,000 28,463,000 28,092,000 

781,000 841,000 1,467,000 1,343,000 

75,000 75,000 75,000 75,000 

30,000 30,000 30,000 30,000 

45,000 45,000 45,000 45,000 

826,000 886,000 1,512,000 1,388,000 

    

4,064,500 3,652,000 4,018,000 3,603,000 

2,518,000 2,457,000 2,473,000 2,418,000 

18,560,000 18,051,000 17,894,000 16,467,000 

15,338,000 14,907,000 14,794,000 13,372,000 

    

3,222,000 3,144,000 3,100,000 3,095,000 

    

    

21,239,000 21,288,000 22,060,000 21,944,000 

    

    

    

21,239,000 21,288,000 22,060,000 21,944,000 
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（単位：千円,％） 
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６－３ 投資・財政計画   

１ 

は
じ
め
に 

 ■資本的収支 
年度  前々年度 

（ 決 算 ） 

前年度 

( 決 算) 

２０２３ 

令和５年度 区分 

資
本
的
収
支 

資
本
的
収
入 

１．企業債  14,010,000 13,212,000 16,586,000 

 うち資本費平準化債  4,960,000 4,520,000 4,607,000 

２．他会計出資金  830,000 925,000 1,000,000 

３．他会計補助金  24,000 13,000 13,000 

４．他会計負担金  1,738,000 1,589,000 2,218,000 

５．国(都道府県)補助金  3,774,000 3,906,000 5,326,000 

６．固定資産売却代金  123,000 6,000  

７．工事負担金  9,000 9,000 9,000 

８．その他  15,000 12,000 15,000 

計 (A) 20,523,000 19,672,000 25,167,000 

(A)のうち翌年度へ繰り越される 

支出の財源充当額 (B)    

純計 (A)-(B) (C) 20,523,000 19,672,000 25,167,000 

資
本
的
支
出 

１．建設改良費  13,365,000 13,265,000 17,709,000 

 うち職員給与費  642,000 619,000 680,000 

２．企業債償還金  16,900,000 16,990,000 16,837,000 

３．その他  216,000 216,000 389,000 

計 (D) 30,481,000 30,471,000 34,935,000 

資本的収入額が資本的支出額に不足する額  
(D)-(C) (E) 9,958,000 10,799,000 9,768,000 

補
填
財
源 

１．損益勘定留保資金  8,538,000 9,031,000 8,459,000 

２．利益剰余金処分額  746,000 1,031,000 622,000 

３．その他  674,000 737,000 687,000 

計 (F) 9,958,000 10,799,000 9,768,000 

補填財源不足額 (E)-(F)     

他会計借入金残高 (G)    

企業債残高 (H) 220,971,000 217,193,000 216,942,000 

 ※令和５年度は、令和４年度からの繰越事業を含んでいます。 

 

 〇他会計繰入金 
年度  前々年度 

（ 決 算 ） 

前年度 

( 決 算 ) 

２０２３ 

令和５年度 区分 

収益的収支分 7,522,000 9,341,000 7,907,000 

 
うち基準内繰入金 7,426,000 7,584,000 7,600,000 

うち基準外繰入金 96,000 1,757,000 307,000 

資本的収支分 2,590,000 2,527,000 3,231,000 

 
うち基準内繰入金 1,737,000 1,589,000 2,218,000 

うち基準外繰入金 853,000 938,000 1,013,000 

合計 10,112,000 11,868,000 11,138,000 

 

 〇汚水処理原価* 
年度  前々年度 

（ 決 算 ） 

前年度 

(決算見込) 

２０２３ 

令和５年度 区分 

汚水処理原価
*
 123.9 115.4 131.4 

 
うち維持管理費 65.7 56.2 72.9 

うち資本費 58.2 59.2 58.5 
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６－３ 投資・財政計画   

１ 

は
じ
め
に 

  
２０２４ 

令和６年度 

２０２５ 

令和７年度 

２０２６ 

令和８年度 

２０２７ 

令和９年度 

11,892,000 11,109,000 10,738,000 10,033,000 

3,490,000 2,510,000 2,135,000 1,327,000 

1,041,000 1,034,000 999,000 1,208,000 

52,000 25,000 25,000 12,000 

1,943,000 1,734,000 1,632,000 1,379,000 

3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 

        

9,000 9,000 9,000 9,000 

16,000 14,000 16,000 14,000 

18,453,000 17,425,000 16,919,000 16,155,000 

    

18,453,000 17,425,000 16,919,000 16,155,000 

12,325,000 12,473,000 12,381,000 12,492,000 

759,000 699,000 710,000 692,000 

16,256,000 15,338,000 14,907,000 14,794,000 

357,000 322,000 322,000 321,000 

28,938,000 28,133,000 27,610,000 27,607,000 

10,485,000 10,708,000 10,691,000 11,452,000 

9,028,000 8,993,000 8,964,000 9,039,000 

859,000 1,123,000 1,101,000 1,788,000 

598,000 592,000 626,000 625,000 

10,485,000 10,708,000 10,691,000 11,452,000 

    

    

212,578,000 208,349,000 204,180,000 199,419,000 

  

 

 〇他会計繰入金 

２０２４ 

令和６年度 

２０２５ 

令和７年度 

２０２６ 

令和８年度 

２０２７ 

令和９年度 

7,763,000 7,621,000 7,443,000 7,336,000 

7,477,000 7,393,000 7,346,000 7,238,000 

286,000 228,000 97,000 98,000 

3,035,000 2,793,000 2,655,000 2,597,000 

1,943,000 1,734,000 1,632,000 1,379,000 

1,092,000 1,059,000 1,023,000 1,218,000 

10,798,000 10,414,000 10,098,000 9,933,000 

 

 

２０２４ 

令和６年度 

２０２５ 

令和７年度 

２０２６ 

令和８年度 

２０２７ 

令和９年度 

136.8 136.5 137.3 138.6 

80.6 80.4 81.4 82.1 

56.2 56.1 55.9 56.5 
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（単位：千円） 

（単位：千円） 

（単位：円／㎥） 
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６－３ 投資・財政計画   

１ 

は
じ
め
に 

 
 

■資金収支 
年度  前々年度 

（ 決 算 ） 

前年度 

( 決 算 ) 

２０２３ 

令和５年度 区分 

資
金
収
支 

収
入 

１．下水道使用料  14,259,000  12,691,000  14,135,000  

２．一般会計繰入金  10,114,000  11,868,000  11,138,000  

３．企業債  14,010,000  13,212,000  16,586,000  

４．国庫補助金  3,774,000  3,912,000  5,326,000  

５．その他  453,000  467,000  342,000  

収入 計 (A) 42,610,000  42,150,000  47,527,000  

支
出 

１．維持管理費  8,400,000  8,998,000  9,386,000  

２．資本費  20,088,000  19,908,000  19,895,000  

(1)企業債償還金  16,900,000  16,990,000  16,836,000  

(2)支払利息等  3,188,000  2,918,000  3,059,000  

３．特別損失  16,000  35,000  11,000  

４．建設改良費  13,365,000  13,265,000  17,709,000  

５．その他  216,000  216,000  391,000  

６．消費税納税額  107,000  23,000  25,000  

支出 計 (B) 42,192,000  42,445,000  47,417,000  

資金収支 (A)-(B)  418,000  -295,000  110,000  

資金残高  1,313,000  1,018,000  1,128,000  
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※ 下水道使用料については、２０２４(令和６)年度に５.４％の改定を実施し、 

それ以降は、資金収支不足が発生しないよう改定を見込んだ場合の試算値 

 

 令和５年度は、令和４年度からの繰越事業を含んでいます。 
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６－３ 投資・財政計画   

 

 
 

 
２０２４ 

令和６年度 

２０２５ 

令和７年度 

２０２６ 

令和８年度 

２０２７ 

令和９年度 

15,041,000  15,185,000  16,086,000  16,077,000  

10,799,000  10,414,000  10,099,000  9,935,000  

11,892,000  11,109,000  10,738,000  10,033,000  

3,500,000  3,500,000  3,500,000  3,500,000  

202,000  200,000  202,000  201,000  

41,434,000  40,408,000  40,625,000  39,746,000  

10,026,000  10,009,000  10,114,000  10,189,000  

18,838,000  17,747,000  17,178,000  16,939,000  

16,256,000  15,338,000  14,907,000  14,794,000  

2,582,000  2,409,000  2,271,000  2,145,000  

11,000  11,000  11,000  11,000  

12,325,000  12,473,000  12,381,000  12,492,000  

377,000  342,000  342,000  341,000  

142,000  161,000  188,000  185,000  

41,719,000  40,743,000  40,214,000  40,157,000  

-285,000  -335,000  411,000  -411,000  

843,000  508,000  919,000  508,000  
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（単位：千円） 
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７ 運用・評価・改善         
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７ 運用・評価・改善   

１ 

は
じ
め
に 

 
 

 

 

経営計画は、各施策に対してＰＤＣＡサイクル*に基づき目標に対する進捗状況を管理

するとともに、評価・検証を行い、必要に応じて改善を図ることで、効率的かつ効果的に

施策を推進しています。 

また、目標値が大幅に変更となるなど、大きな状況の変化が生じた場合は、その時点

で見直しを行っていきます。 
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参考 

◇主要年表 

 

◇数値・指標目標一覧 

 

◇用語解説 
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主要年表   

参
考 

  

◇主要年表 

年月 事項 

1921（大正 10）年 01 月 市制施行 

1935（昭和 10）年 12月 下水道事業に着手 

1963（昭和 38）年 11月 大宮下水処理場の運転開始（1997（平成 9）年 1月廃止） 

1964（昭和 39）年 04 月 小倉下水処理場の運転開始（1993（平成 5）年 12月廃止） 

1968（昭和 43）年 06 月 中央下水処理場（第 1 期）の運転開始 

 坂月下水処理場の運転開始（1995（平成 7）年 2月廃止） 

 神明・幸・出洲ポンプ場の運転開始 

1968（昭和 43）年 10月 大宮北部下水処理場の運転開始（1996（平成 8）年 3月廃止） 

1969（昭和 44）年 06 月 本千葉ポンプ場の運転開始（2014（平成 26）年 12月廃止） 

1969（昭和 44）年 11月 坂月第一ポンプ場の運転開始（2014（平成 26）年 12月廃止） 

1970（昭和 45）年 11月 坂月第二ポンプ場の運転開始 

1972（昭和 47）年 03 月 中央下水処理場（第 2 期）の運転開始 

1972（昭和 47）年 04 月 高洲第一ポンプ場の運転開始 

 黒砂ポンプ場の運転開始 

1973（昭和 48）年 10月 高洲第二ポンプ場の運転開始 

1974（昭和 49）年 04 月 中央下水処理場（第 3 期）の運転開始 

 花見川終末処理場（千葉県）の運転開始 

1975（昭和 50）年 01 月 東寺山ポンプ場の運転開始（1990（平成 2）年 6月廃止） 

1976（昭和 51）年 04 月 真砂ポンプ場の運転開始（1990（平成 2）年 4月停止） 

1977（昭和 52）年 07 月 君待ポンプ場の運転開始（2014（平成 26）年 3月休止） 

1978（昭和 53）年 10月 中央下水処理場の運転開始（工場排水） 

1981（昭和 56）年 04 月 南部下水処理場の運転開始（5万人） 

 ひび野ポンプ場の運転開始 

1984（昭和 59）年 08 月 若葉ポンプ場の運転開始 

1986（昭和 61）年 02 月 都ポンプ場の暫定運転開始 

1986（昭和 61）年 04 月 大椎ポンプ場の運転開始 

1989（平成元）年 04 月 汚泥溶融施設の運転開始（1999（平成 11）年 4月休止） 

1989（平成元）年 06 月 都ポンプ場の運転開始 

1990（平成 02）年 04 月 南部下水処理場の運転開始（10万人） 

1990（平成 02）年 08 月 村田雨水ポンプ場の運転開始 

1991（平成 03）年 11月 越智ポンプ場の運転開始 
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主要年表   

参
考 

  

◇主要年表                            

年月 事項 

1992（平成 04）年 03 月 中央下水処理場を「中央浄化センター」に名称変更 

 南部下水処理場を「南部浄化センター」に名称変更 

1992（平成 04）年 04 月 政令指定都市へ移行 

 地方公営企業法
*
の財務規定を適用 

 中央浄化センターの運転管理を民間委託に移行 

1992（平成 04）年 10月 南部浄化センターの運転管理を民間委託に移行 

1994（平成 06）年 04 月 南部浄化センター汚泥焼却炉 1号炉の運転開始 

1994（平成 06）年 10月 南部浄化センターの運転開始（15万人） 

1995（平成 07）年 12月 蘇我雨水ポンプ場の運転開始 

1996（平成 08）年 04 月 南部浄化センター汚泥焼却炉 2号炉の運転開始 

1997（平成 09）年 10月 長作ポンプ場の運転開始 

1998（平成 10）年 07 月 千葉公園内貯留槽の運転開始 

2000（平成 12）年 03 月 新出洲圧送管
*
の送水開始 

2001（平成 13）年 05 月 南部浄化センター高度処理施設の運転開始 

2002（平成 14）年 05 月 寒川雨水ポンプ場の運転開始 

2005（平成 17）年 04 月 南部浄化センター汚泥焼却炉 3号の運転開始 

2005（平成 17）年 11月 検見川雨水ポンプ場の運転開始 

2006（平成 18）年 04 月 南部浄化センター高度処理施設（Ｂ系増設分）の運転開始 

2008（平成 20）年 04 月 南部浄化センター高度処理施設（Ａ系改造分）の運転開始 

 北部第二貯留管の運転開始 

2009（平成 21）年 04 月 南部浄化センター再生水の送水開始 

2009（平成 21）年 09 月 中央浄化センターから南部浄化センターへ送泥開始 

2010（平成 22）年 02 月 結城野ポンプ場の運転開始 

2011（平成 23）年 04 月 中央雨水ポンプ場の運転開始 

2013（平成 25）年 04 月 南部浄化センター高度処理施設（Ｃ系 1・2系列）の運転開始 

2015（平成 27）年 04 月 南部浄化センター沈砂洗浄設備の運転開始 

2016（平成 28）年 03 月 南部浄化センター消化ガス発電設備の運転開始 

2017（平成 29）年 04 月 南部浄化センター高度処理施設（Ｃ系 3・4系列）の運転開始 

2018（平成 30）年 10月 南部浄化センター汚泥焼却炉 4号の運転開始 

2021（令和 03）年 01 月 市制１００周年 

2021（令和  3）年 11月 中央浄化センター高度処理施設の運転開始 
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数値・指標目標一覧   

参
考 

  

◇数値・指標目標一覧 

施策の指標 

２０２０ 

令和２年度 

 

２０２２ 

令和４年度 

 

２０３２ 

令和１４年度 

（目標） 

基本方針Ⅰ 

安全・安心で快適な生活を支える下水道 
   

雨水重点地区整備率 ０％ ０％ ５４％ 

耐水化整備率 ０％ ０％ １００％ 

管きょ耐震化率 ６４％ ８２％ ９２％ 

地震時におけるポンプ場機能の確保 ０箇所 ０箇所 ８箇所 

マンホールトイレ整備率 ６７％ ８５％ １００％ 

管きょ改築率（Ｒ３～１４） ０％ １５％ １００％ 

設備故障リスク（大）の割合 １５％ １５％ １５％ 

統合ポンプ場着手 １箇所 ２箇所 ２箇所 

汚水整備率 ９３．７％ ９３．７％ ９３．９％ 

基本方針Ⅱ 

環境の保全と循環型社会を目指す下水道 
   

中央浄化ｾﾝﾀｰ水処理第２系列着手 ０箇所 ０箇所 １箇所 

温室効果ガス排出量削減率 １１％ １８％ １６％※ 

下水道汚泥リサイクル率 ６１％ ７８％ ８５％ 

基本方針Ⅲ 

健全な経営に基づいた持続可能な下水道 

２０２０ 

令和２年度 

２０２２ 

令和４年度 

 

２０２７ 

令和９年度 

（目標） 

経費回収率 １００.８％ １０８.４％ １１０.５％ 

企業債残高 ２，２３９億円 ２,１７２億円 １,９９４億円 

※ 目標（R14）は令和５年度に改訂する「下水道における地球温暖化対策推進計画」に基づき  

見直します 
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パブリックコメント手続の実施結果   

参
考 

  

◇パブリックコメント手続の実施結果 

  「千葉市下水道事業中長期経営計画（計画期間：2021（令和 3）年度～2032（令和 14）年

度）（改定版）（案）」に関するパブリックコメント手続を実施しました。 

 

  １ 募集案内 

ちば市政だより令和５年６月号、市ホームページ 

  ２ 公表方法 

市ホームページ掲載、市内施設での閲覧・配布 

  ３ 意見募集期間 

令和５年６月８日（木）～令和５年７月７日（金） 

  ４ 意見提出方法 

郵送、ＦＡＸ、電子メール、持参 

  ５ 実施結果 

提出者数２名、意見数２８件 
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用語解説   

 

 

 

 

▶赤潮（あかしお） 

海水中の微生物が爆発的にふえて、水が赤く見える現象。プランクトンの持つ毒性や溶存酸素

の低下により、魚介類等の生態系に影響することがある。 

▶アジェンダ 

会議における検討課題、議題、議事日程。 

▶アセットマネジメント 

「下水道」を資産（施設、資金、人材）として捉え、下水道施設の状態を客観的に把握、評価

し、中長期的な資産の状態を予測するとともに、予算制約を考慮して下水道施設を計画的、か

つ、効率的に管理する手法。 

▶圧送管（あっそうかん） 

ポンプ設備で加圧した下水を輸送するための管路。地理的条件などの理由で、自然流下*がで

きない場合等に用いる。 

 

 

▶一般会計（いっぱんかいけい） 

市税を主な収入源として、行政運営の基本的な経費や事務事業を執行するための事業費を計

上して経理する会計。 

 

 

▶雨水浸透施設（うすいしんとうしせつ） 

雨水を効率良く大地に浸透させるための施設。各家庭から流出する雨水量を抑制し、浸水被害

の軽減と地下水のかん養を図ることができる。 

▶雨水バイパス貯留管（うすいばいぱすちょりゅうかん） 

浸水被害を軽減するために雨水を一時的に貯留する施設の一つであり、貯留機能を備えた雨

水バイパス管 (下水道の排水能力を補うもの)をいう。 

▶雨水ポンプ場（うすいぽんぷじょう） 

雨水管等の排水設備*で集められた雨水のゴミや砂等を取り除き、ポンプにより川や海に放流

する施設。 
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用語解説   

  

▶雨水流出抑制（うすいりゅうしゅつよくせい） 

局所的大雨等による下水道施設への負荷軽減のために、一時貯留施設等により雨水流出総量

やピーク量を減少させること。 

▶雨天時下水活性汚泥法（うてんじげすいかっせいおでいほう） 

雨天時に処理場に流入してくる汚水
*
のうち、簡易処理を行っていた一部を反応タンク

*
の後段

に流入させ、高級処理を行う合流改善対策
*
技術。 

▶雨天時放流水質基準（うてんじほうりゅうすいしつきじゅん） 

下水道法施行令第６条第２項に規定する、国土交通省令・環境省令で定める降雨による雨水の

影響が大きい時における放流水の水質の技術上の基準をいう。 

 

 

▶遠隔監視装置（えんかくかんしそうち） 

インターネットや無線を使用して、遠隔地の機器・設備の状態や異常の有無を監視・通報する

装置のこと。 

 

 

▶汚水（おすい） 

一般家庭や事業所、工場から排出される汚濁した水。 

▶汚水処理原価（おすいしょりげんか） 

有収水量
*
１㎥あたりの汚水処理に要した費用であり、汚水資本費・汚水維持管理費の両方を 

含めた汚水処理に係るコストを表した指標 

▶汚水適正処理構想（おすいてきせいしょりこうそう） 

汚水処理施設の整備を効率的かつ効果的に進めていくために、公共下水道、農業集落排水*、

合併処理浄化槽などの汚水処理施設の整備区域・整備目標を定め、地域の特性に合わせた最適な

整備手法を選定するもので、将来の汚水処理施設整備の基本方針となるもの。 

▶温室効果ガス（おんしつこうかがす） 

温室効果をもたらす大気中に拡散された気体のこと。京都議定書では、二酸化炭素、メタン、

一酸化二窒素などが削減対象の温室効果ガスと定められた。 

 

 

▶外郭団体（がいかくだんたい） 

地方公共団体の組織の外にありながら、そこから種々の援助を受け、行政を補完するような事 
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用語解説   

 

 

業や活動を行う団体。 

▶改築（かいちく） 

更新又は長寿命化対策により、所定の耐用年数を新たに確保するもので、更新とは、改築のう

ち既存の施設を新たに取り替えること。長寿命化対策とは、改築のうち、既存の施設の一部を活

かしながら部分的に新しくすること。 

▶活性汚泥（かっせいおでい） 

人為・工学的に培養・育成された好気性微生物群を含んだ「生きた」浮遊性有機汚泥の総称で

あり、排水・汚水*の浄化手段として下水処理場、し尿処理場、浄化槽他で広く利用されている。 

▶環境基準（かんきょうきじゅん） 

日本の環境行政において、人の健康の保護及び生活環境の保全のうえで維持されることが望

ましい基準として、法令に基づき定められるもの。 

▶監視制御装置（かんしせいぎょそうち） 

機械、電気設備を適切に運転するために、オペレーターと機械を結びつける装置。 

▶管路勾配（かんろこうばい） 

汚水*を自然流下*させるための管路の傾斜のこと。 

▶管路情報システム（かんろじょうほうしすてむ） 

設置された管路の位置・口径等の情報を蓄積し、地図上で表示検索が可能なシステムのこと。 

 

 

▶企業債（きぎょうさい） 

地方公共団体が地方公営企業*の建設、改良に要する資金にあてるために起こす地方債をいう。 

▶協働（きょうどう） 

市民同士、市民と行政とが、まちづくりの共通の目的を実現するために、対等な立場で相互に

補完、協力すること。 

▶業務継続計画（ぎょうむけいぞくけいかく） 

災害時に行政自らも被災し、人、物、情報等利用できる資源に制約がある状況下において、優

先的に実施すべき業務（非常時優先業務）を特定するとともに、業務の執行体制や対応手順、継

続に必要な資源の確保等をあらかじめ定める計画。 

▶緊急輸送路（きんきゅうゆそうろ） 

災害発生時における被災者の避難及び被災者の生活を確保する物資輸送のために利用する路

線として指定する路線。 
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用語解説   

  

 

 

▶経営比較分析表（けいえいひかくぶんせきひょう） 

各公営企業*において、経営の現状及び課題を的確かつ簡明に把握するために、他公営企業と

の比較を行える様、全国統一的な様式としてとりまとめられたもの。 

▶計画雨水量５年確率（けいかくうすいりょうごねんかくりつ） 

その地域で５年に１回程度発生する規模の降雨に対応できる下水道整備を行うことをいう。 

▶経費回収率（けいひかいしゅうりつ） 

使用料で回収すべき経費を、どの程度使用料で賄えているかを表した割合のこと。 

▶下水汚泥（げすいおでい） 

排水処理や下水処理の各過程で、沈殿またはろ過等により取り除かれる泥状の物質で、有機物

（＝汚）と無機物（＝泥）よりなる。 

▶下水汚泥固形燃料化施設（げすいおでいこけいねんりょうかしせつ） 

下水汚泥*に含まれる水分を蒸発させたのち、蒸し焼きにすることにより、固形燃料を生成す

る施設のこと。 

▶下水道管理者（げすいどうかんりしゃ） 

下水道の設置、改築、修繕、維持その他の管理を行う都道府県または市町村。 

▶下水道管路改善率（げすいどうかんろかいぜんりつ） 

改善 (更新・改良・修繕)した管路延長 (m) の割合を表したものをいう。 

▶下水道計画区域（げすいどうけいかくくいき） 

下水道を整備する対象区域。汚水管路の整備により排除された下水を処理場で処理する処理

区域*と雨水管路の整備により浸水の防除を図る区域がある。 

▶下水道処理人口普及率（げすいどうしょりじんこうふきゅうりつ） 

総人口に対して下水道を利用できる区域の人口の割合のこと。 

▶下水道浸水対策計画（げすいどうしんすいたいさくけいかく） 

都市において近年頻発する集中豪雨*に対して、「生命の保護」、「都市機能の確保」、「個人財産

の保護」の観点から、緊急かつ効率的に浸水被害の最小化を図ることを目的とする計画。 

▶下水道総合地震対策計画（げすいどうそうごうじしんたいさくけいかく） 

地震に対する安全度を高め、安心した都市活動が継続されることを目的として、地震時に下水

道が最低限有すべき機能を確保する施設の耐震化*および被災した場合の下水道機能のバックア

ップ対策を併せて進めるための計画。 
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用語解説   

  ▶減価償却費（げんかしょうきゃくひ） 

固定資産の経年的価値の減少額を、毎事業年度の費用として配分したもの。 

▶嫌気無酸素好気法（けんきむさんそこうきほう） 

好気槽側から無酸素槽へ硝化液を循環することにより、硝化・脱窒を行い、嫌気槽-好気槽で

生物学的にリン
*
除去を行う窒素

*
・リン同時除去を可能としたプロセスのこと。 

 

 

▶広域化・共同化（こういきか・きょうどうか） 

複数の市町村等の枠を超えて、施設や処理地域の統合、下水汚泥
*
の共同処理、維持管理業務

の共同化などをすることで、効率的な運営を行うこと。 

▶公営企業（こうえいきぎょう） 

地方公共団体が設置し、経営する企業をいう。一般行政事務に要する経費が租税によって賄わ

れるのに対し、公営企業の運営に要する経費は料金収入によって賄われる。 

▶公営企業会計（こうえいきぎょうかいけい） 

水道事業や病院事業など地方公共団体が経営する事業に係る会計であり、これらの会計には、

地方公営企業法*の全部または財務規定等を適用し、民間企業に準じた経理を行うもの。 

▶公共下水道（こうきょうげすいどう） 

主として市街地における下水を排除し、又は処理するために地方公共団体が管理する下水道

で、終末処理場*を有するもの又は流域下水道*に接続するものであり、かつ、汚水*を排除すべ

き排水施設の相当部分が暗渠である構造のもの。 

▶公共用水域（こうきょうようすいいき） 

河川、湖沼、港湾、沿岸海域その他公共の用に供される水域及びこれに接続する公共溝渠、か

んがい用水路その他公共の用に供される水路のこと。ただし、下水道法に規定する公共下水道及

び流域下水道のうちで、終末処理場を設置しているもの（その流域下水道に接続する公共下水道

を含む。）は除外される。 

▶更生工事（こうせいこうじ） 

老朽化した既設管（下水道管、農水管、工業用水管、工場内排水管、高速道路や鉄道におけ

る横断管）に対して、新設管と同等以上の性能を持つ更生材料を既設管路内に裏打ちし、管渠

の修繕・改築を行う非開削工事のこと。 

▶高度処理（こうどしょり） 

通常の処理法で得られる水質以上の水質を得る目的で行う処理法のことで、一般にリンや窒

素を除去する処理法のこと。 
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用語解説   

  

▶合流改善対策（ごうりゅうかいぜんたいさく） 

公共用水域
*
に放流する合流式下水道の汚水

*
まじりの雨水を削減または水質の悪化を防ぐた

めの対策。 

▶合流式下水道（ごうりゅうしきげすいどう） 

家庭などからの排水と雨水を一本の管で集める方式の下水道のこと。 

▶国庫補助金（こっこほじょきん） 

特定の施策を奨励するため、あるいは財政を援助するために国が地方公共団体に交付する金

のこと。 

▶コンセッション方式（こんせっしょんほうしき） 

国や自治体が公共施設の所有権を持ったまま、運営権を民間に売却できる制度。 

 

 

▶最終沈殿池（さいしゅうちんでんち） 

汚れを吸着分解させた活性汚泥*を沈め、汚泥と処理水を分離するための施設。 

▶最初沈殿池（さいしょちんでんち） 

沈砂池で沈まなかった小さなゴミや砂を沈めて取り除く施設。 

▶再生可能エネルギー（さいせいかのうえねるぎー） 

太陽光、風力、水力、地熱、太陽熱、大気中の熱、その他の自然界に存する熱、バイオマス*  

など、エネルギー源として永続的に利用することができるもの。 

▶サウンディング調査（さうんでぃんぐちょうさ） 

事業検討の段階で民間事業者のアイデアや市場性の有無を、公募による対話で把握すること。 

また、参入しやすい公募条件の設定を把握するとともに、地域課題や配慮事項を事前に伝える

ことで、優れた提案を促す。 

 

 

▶市街化区域（しがいかくいき） 

都市計画法で指定される、都市計画区域の 1 つ。すでに市街地を形成している区域及びおお

むね 10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域がある。 

▶市街化調整区域（しがいかちょうせいくいき） 

都市計画法で指定される、都市計画区域の 1つ。市街化を抑制すべき区域。市街化区域に対す

るもので、この区域内では原則的に宅地造成などの開発行為が禁じられ、市街化を抑制すること

としている。 
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用語解説   

 

 

▶時間計画保全（じかんけいかくほぜん） 

施設・設備の特性に応じて予め定めた周期（目標耐用年数等）により対策を行う管理方法をい

う。 

▶事業計画（じぎょうけいかく） 

公共下水道または流域下水道を設置しようとする際にあらかじめその管理者が作成する計画

のこと。国土交通大臣または都道府県に協議または届出することが必要であり、この事業計画に

定められた区域を事業計画区域という。 

▶資金計画（しきんけいかく） 

資金の支出と収入時期を的確に把握し、事業運営に必要な資金をどのように調達し、余裕資金

をどのように運用するかを計画したものをいう。 

▶資金運用（しきんうんよう） 

余裕資金を金融機関に預け、利息収入等を得ること。 

▶自己資金（じこしきん） 

返済の必要がない資金をいう。内部留保資金などの現金の支出を伴わない減価償却費
*
などが

源泉となる。 

▶事後保全（じごほぜん） 

施設・設備の異常の兆候（機能低下等）や故障の発生後に対策を行う管理方法をいう。 

▶自然流下（しぜんりゅうか） 

下水道管路を下り勾配で布設し、下水を自然に下流へ輸送する方式のこと。 

▶指定管理者制度（していかんりしゃせいど） 

地方公共団体が設置する公の施設の管理を、民間事業者が担う仕組みをいう。 

▶自動除塵機（じどうじょじんき） 

流入水路に設置し、流入汚水中の夾雑物を阻止し掻き揚げる機器。 

▶資本的収支（しほんてきしゅうし） 

営業活動以外の施設の建設などの資産の形成に伴う収入と支出のこと。下水道事業では主に、

国庫補助金*、企業債*が資本的収入に、建設改良費、企業債償還金が資本的支出に該当する。 

▶収益的収支（しゅうえきてきしゅうし） 

営業活動（維持管理等事業の運営活動）に伴う収入と支出のこと。下水道事業では主に、下水

道使用料、一般会計繰入金が収益的収入に、維持管理費、減価償却費*、企業債利息が収益的支

出に該当する。 
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用語解説   

  

▶集中豪雨（しゅうちゅうごうう） 

限られた地域に対して短時間に多量の雨が降ること。 

▶終末処理場（しゅうまつしょりじょう） 

下水を最終的に処理して公共用水域*または海域に放流するために設けられる施設。 

▶受益者負担（じゅえきしゃふたん） 

国家および地方公共団体が、その公共施設などの利用によって利益を受ける個人または一定

地域の住民に施設の建設・維持費の一部を負担させること。 

▶受援体制（じゅえんたいせい） 

大規模災害で被災した場合に県内及び他府県から応援部隊を受け入れる体制のこと。 

▶循環型社会（じゅんかんがたしゃかい） 

自然の循環を尊重し、自然に負担をかけない社会のこと。天然資源の消費を少なくし、環境へ

の負担をできる限り低減させることが目的。 

▶消化ガス（しょうかがす） 

下水処理で発生した汚泥が消化タンクの中で微生物により分解されるときに発生するメタン

と CO2を含んだ可燃性ガスのこと。 

▶浄化センター（じょうかせんたー） 

下水を最終的に処理して河川その他の公共の水域又は海域に放流するために下水道の施設と

して設けられる処理施設及びこれを補完する施設。 

▶詳細設計（しょうさいせっけい） 

実施設計（基本設計）に基づいて、工事を実施するために必要な設計図、計算書等の作成業務

をいう。 

▶硝酸態窒素（しょうさんたいちっそ） 

化合物の中に硝酸塩として含まれている窒素のこと。 

▶状態監視保全（じょうたいかんしほぜん） 

運転中の設備の状態を計測装置などにより観測し、その観測値に基づいて保全を実施する管

理方法。 

▶除害施設（じょがいしせつ） 

下水道自体に害を及ぼすレベルの悪質汚水
*
に含まれる有害物質を、公共下水道に流す前に除

去するための施設。 

▶ジョブローテーション 

人材育成の目的を持って、計画的に従業員の職場や職務を変更すること。 
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用語解説   

 

 

▶処理区域（しょりくいき） 

下水道が整備され、トイレの汚水
*
や台所・ふろ場などの生活排水を下水処理場で処理できる

ようになった区域。 

▶処理区域内人口（しょりくいきないじんこう） 

下水道が整備されている区域に居住している人口。 

▶新下水道ビジョン（しんげすいどうびじょん） 

平成２６年に国土交通省が、国内外の社会経済情勢の変化等を踏まえ、下水の使命、長期ビジ

ョン、長期ビジョンを実現するための今後１０年程度の目標及び具体的な施策を示したものを

いう。 

▶浸水実績図（しんすいじっせきず） 

過去に実際に浸水した地域を表示した地図。 

 

 

▶水質環境基準（すいしつかんきょうきじゅん） 

公共用水域*に対し、人間の健康の保護と生活環境を保全するために維持することが望ましい

水質のレベルとして、国によって定められた基準。 

▶水洗化率（すいせんかりつ） 

下水道供用開始区域（整備済区域）内に住んでいる人口のうち、既に水洗便所を設置して汚水

*
を下水道で処理している人口の割合。 

▶ストックマネジメント 

機能診断、劣化予測を経て、適切な対策工法のシナリオを策定し、ライフサイクルコスト*の

低減効果が高い保全対策方法の計画を策定する一連の技術体系。 

 

 

▶セメント化（せめんとか） 

下水汚泥*（脱水汚泥）の焼却灰を、セメント製造の原料とすることをいう。 
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用語解説   

  

 

 

▶耐震化（たいしんか） 

強い地震でも建物や管路等が倒壊、損壊しないように更新又は補強することをいう。 

▶単体ディスポーザ（たんたいでぃすぽーざ） 

野菜くずや魚の骨など台所の生ゴミを砕いて、水といっしょに下水道に流し込む機械のこと。 

▶単独公共下水道（たんどくこうきょうげすいどう） 

一つの市町村区域の中で下水を集める管渠と、これを処理する終末処理場を有する下水道の

こと。 

 

 

▶地下水かん養（ちかすいかんよう） 

地表の水（降水や河川水）が地下に浸透し、地下水となること。 

▶地球温暖化（ちきゅうおんだんか） 

人間の活動が活発になるにつれて、大気中に含まれる二酸化炭素（CO2）等「温室効果ガス*」

が大気中に放出され、地球全体の平均気温が上昇している現象。 

▶窒素（ちっそ） 

気体元素の一つ。元素記号Ｎ。無色・無臭・無味で、空気の体積の五分の四を占める。化合物

は、肥料・火薬など用途が広い。 

▶地方公営企業法（ちほうこうえいきぎょうほう） 

企業としての経済性を発揮できるように公営企業
*
に係る財務、組織、人事等に関する地方自

治法等の特別法。 

▶長寿命化（ちょうじゅみょうか） 

点検・調査の情報を元に設備の状態を監視し、改築に至る前に部品交換等を行い、設備の延命

化をすることでライフサイクルコスト*（施設の生涯にかかる費用総額）の最小化を図ること。 

▶調整池（ちょうせいち） 

雨水を一時的に貯めることによって、河川の流量が急激に増加しないよう調整する機能を持

った施設。 

▶沈殿池（ちんでんち） 

下水に含まれている浮遊物質などの固形物を沈降させて底にたまった泥を捨てる装置。 
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用語解説   

 

 

 

 

▶逓増料金制（ていぞうりょうきんせい） 

水の使用量が多くなると段階的に立方メートルあたりの従量料金単価が上がる料金体系のこ

と。 

▶低炭素型社会（ていたんそがたしゃかい） 

気候に悪影響を及ぼさない水準で大気中にある CO2 など温室効果ガス*の濃度を安定化させる

とともに、生活の豊かさを実感できる社会のこと。 

▶テレビカメラ調査（てれびかめらちょうさ） 

流量が多い・危険なガス発生が予想されるなど、調査員が管渠内部に立ち入ることが出来ない

場合に自走式または牽引式 TVカメラにより間接的に管渠の状態を調査する調査方法。 

 

 

▶特定環境保全公共下水道（とくていかんきょうほぜんこうきょうげすいどう） 

公共下水道のうち市街化区域*以外の区域において設置されるもので、自然公園法第 2条に規

定されている自然公園の区域内の水域の水質を保全するために施行されるもの、又は、公共下水

道の整備により生活環境の改善を図る必要がある区域において施行されるもの及び、処理対象

人口が概ね 1000人未満で水質保全上特に必要な地区において施行されるもの。 

 

 

▶内水氾濫（ないすいはんらん） 

市街地などに降った雨が排水路や下水管の雨水処理能力を超えた際や、雨で川の水位が上昇

して市街地などの水を川に排出することができなくなった際に、市街地などに水が溢れてしま

う浸水害のこと。 

▶南海トラフ地震（なんかいとらふじしん） 

駿河湾から遠州灘、熊野灘、紀伊半島の南側の海域及び土佐湾を経て日向灘沖までのフィリピ

ン海プレートとユーラシアプレートとのプレート境界の沈み込み帯である南海トラフ沿いが震

源域と考えられている巨大地震。 
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用語解説   

  

 

 

▶農業集落排水（のうぎょうしゅうらくはいすい） 

農村地域の生活環境向上や農業用水の水質保全などを目的に、各家庭の生活排水等を下水道

管を通じて処理場に集め、汚水処理を行ったのち、川に放流するための施設のこと。 

 

 

▶バイオマス 

生物資源の量を表す概念で、エネルギーや物質に再生が可能な、動植物から生まれた有機性の

資源（化石燃料は除く）のこと。具体的には、農林水産物、稲わら、もみがら、食品廃棄物、  

家畜排せつ物、木くずなどを指す。 

▶排水設備（はいすいせつび） 

建造物や機器、土壌等にたまった水を外部に排出するための設備。排出対象となる水は雨水・

湧水・地下水・汚水（工業排水、空調設備の排水機構から発生した水、トイレ内のし尿を含む水）

など。 

▶バナー広告事業（ばなーこうこくじぎょう） 

インターネット広告のうち、Ｗｅｂ画像やＧＩＦアニメーションを用いて広告を配信させる

手法。テキストのみの広告と比べ、画像による視覚的なアプローチができることから訴求力が高

いといわれる。 

▶パブリックコメント 

公的な機関が規則あるいは命令などの類のものを制定しようとするときに、広く公に、意見・

情報・改善案などのコメントを求める手続き。 

▶バリアフリー 

障害者を含む高齢者等が、社会生活に参加する上で生活の支障となる物理的な障害や、精神的

な障壁を取り除くための施策、若しくは具体的に障害を取り除いた事物および状態。 

▶反応タンク（はんのうたんく） 

下水中の汚濁物質を分解・除去するために設けられた、下水処理場内にある設備の一種。反応

タンク内の汚水*の入ったタンクの中に酸素を送り込む仕組みから、「曝気槽（ばっきそう）」と

もいう。 
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用語解説   

 

 

 

 

▶避難所運営委員会（ひなんじょうんえいいいんかい） 

大規模な災害が発生した場合に備え、事前に避難所における役割分担や施設の利用方法を 

定めるとともに、災害時において避難所運営を円滑に行うため、避難所ごとに地域住民と施設管

理者及び避難所担当職員等により設立された団体のこと。 

▶標準活性汚泥法（ひょうじゅんかっせいおでいほう） 

反応タンク*内で下水と活性汚泥*と呼ばれる微生物とを空気を送り込んで混合し、その後、最

終沈殿池
*
で活性汚泥を沈殿させて、上澄みの水を処理水として流出させる方法。 

▶標準耐用年数（ひょうじゅんたいようねんすう） 

対象施設が通常の環境で適切に維持がなされた場合の標準的な耐用年数のこと。国土交通省

の通知に基づいて定められている。 

 

 

▶富栄養化（ふえいようか） 

閉鎖性水域*で人間活動の影響により水中の肥料分（窒素化合物やリンなど）の濃度が上昇す

ること。富栄養化が進んだ水域では、赤潮
*
や青潮などが発生する。 

▶腐食環境下（ふしょくかんきょうか） 

コンクリートや腐食しやすい材料で造られている管路施設のうち、下水の流路の勾配が著し

く変化する箇所または下水の流路の高低差が激しい箇所など、多量の硫化水素の発生により腐

食のおそれが大きい箇所のこと。 

▶不明水（ふめいすい） 

下水のうち有収汚水以外のものであり、地下水、直接浸入水（マンホールの蓋穴や汚水管への

誤接続などによって、汚水系統に流入する雨水）などをいう。 

▶分流式下水道（ぶんりゅうしきげすいどう） 

汚水用管路と雨水用管路の２つを埋設し、汚水*は下水処理場へ、雨水は川や海に直接放流す

る方式。汚水
*
と雨水をそれぞれ専用の管で集めるので、河川の水質が守られ、環境面でも衛生

面でも優れている。 

 

 

▶閉鎖性水域（海域）（へいさせいすいいき（かいいき）） 

水の入れ替わりの少ない海、内湾、湖沼などの水域を指す。人間活動による栄養塩がたまりや 
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用語解説   

  

すく、自然による自浄作用を越えた場合、水質汚濁などの環境問題が起こりやすい。 

 

 

▶ポンプ場（ぽんぷじょう） 

自然流下
*
で処理場に導けない区域の汚水

*
の処理場への中継や、地盤の低い地域で、自然流下

によって水路や河川に排水できない雨水を放流水域に揚水して排水するための施設。 

 

 

▶マンホールトイレ 

災害時に断水等で水洗トイレが使用できなくなった場合に、プール水等を活用して排泄物を

下水道本管に直接流す仕組みの仮設トイレのこと。 

 

 

▶ミネラル成分（みねらるせいぶん） 

蛋白質、脂質、炭水化物、ビタミンと並び五大栄養素の 1つ。具体的には亜鉛・カリウム・カ

ルシウム・クロム・セレン・鉄・銅・ナトリウム・マグネシウム・マンガン・モリブデン・ヨウ

素・リン等。 

 

 

▶有収水量（ゆうしゅうすいりょう） 

下水処理場で処理した全汚水量のうち、下水道使用料徴収の対象となる水量。 

▶有収汚水量（ゆうしゅうおすいりょう） 

下水使用者が排出した汚水*の総量のことを有収汚水量といい、下水道使用料収入の対象とな

る。 

 

 

▶予防保全（よぼうほぜん） 

施設や設備の維持管理にあたり、不具合や故障が生じる前に、計画的に修繕等をする保全方法

のこと。重大な事故発生や機能停止の未然防止や、長期間使用を図ることでライフサイクルコス

ト*の縮減を目指す。 
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用語解説   

 

 

 

 

▶ライフサイクルコスト 

施設などの新規整備・維持修繕・改築・処分を含めた生涯費用の総計のこと。予防保全*を行

えば、ライフサイクルコストは安価にすることができる。 

 

 

▶流域関連公共下水道（りゅういきかんれんこうきょうげすいどう） 

流域下水道に接続して下水を流す公共下水道。当該市町村が建設、維持管理を行う。 

▶流域下水道（りゅういきげすいどう） 

二つ以上の市町村の公共下水道から流れてくる下水を、広域的かつ効率的に排除、処理を目的

としたもの。幹線管きょと終末処理の再生センターの基幹施設からなり、都道府県が設置、管理

している。 

▶流域別下水道整備総合計画（りゅういきべつげすいどうせいびそうごうけいかく） 

水質環境基準*の類型が指定されている公共用水域*について、これを達成維持するうえで必要

な下水道整備を最も効率的に実施するために、公共下水道や流域下水道などの上位計画として、

下水道法に基づき、都道府県が策定する計画。 

▶硫化水素ガス（りゅうかすいそがす） 

硫黄と水素の無機化合物で、腐卵臭がする。し尿に含まれる硫酸塩が嫌気条件下の下水で硫化

水素に変化し、下水管の腐食や、中毒事故を引き起こす。 

▶リン 

細胞の不可欠な構成要素。環境中に過剰に存在すると微生物の大量増殖を導いて赤潮*の原因

になる。化学肥料の原料で、下水汚泥*はリンの含有率が高いため肥料としての活用が期待され

ている。 

 

 

▶ＡＩ（えーあい） 

人工知能のこと。下水道分野では、施設の制御や各種診断の支援としてＡＩを活用すること

で、熟練運転員の退職にともなうノウハウ断絶等の課題に対応する等の新しい取り組みが始ま

っている。 
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用語解説   

  

▶ＡＩ－ＯＣＲ（えーあいおーしーあーる） 

AI（人工知能）技術を取り入れた OCR(光学文字認識)のこと。従来の OCR とは異なり、収集し

た大量の文字データから文字の特徴をディープラーニングし、高精度な文字認識を可能とする。 

 

 

▶ＢＣＰ（びーしーぴー） 

⇒業務継続計画*（ぎょうむけいぞくけいかく）のことをいう。（Business Continuity Plan） 

▶ＢＯＤ（びーおーでぃー） 

水中の有機物が生物化学的に酸化されるのに必要な酸素量のことで、生物化学的酸素要求量

ともいう（Biochemical Oxygen Demand）。数値が高いほど水質が汚濁していることを示す。 

 

 

▶ＤＢ方式（でぃーびーほうしき） 

下水道施設建設にあたり、品質・性能面の確保、工程及びコストの早期確実性を高めるため、

設計と施工を一括して発注する方式（Design-Build、DB方式）。 

▶ＤＢＯ方式（でぃーびーおーほうしき） 

公共が資金調達を行い、民間事業者に施設の設計・建設の一括発注と、維持管理・運営等の一

括発注を包括して発注する方式（Design Build Operate、DBO方式）。 

▶ＤＸ（でぃーえっくす） 

Digital Transformation（デジタルトランスフォーメーション）の略で、下水道事業において

は、抱える課題や社会経済情勢の変化に伴う新たな要請を、データとデジタル技術を活用するこ

とで、事業の持続と進化を実現させること。 

 

 

▶ＩＣＴ（あいしーてぃー） 

情報通信技術のこと（Information and Communication Technology）。情報・通信に関する技

術の総称。従来から使われているＩＴに代わる言葉として使われている。海外では、ＩＴよりＩ

ＣＴのほうが一般的。 

▶ＩｏＴ（あいおーてぃー） 

Internet of Things の略称。自動車、家電、センサーなど、様々なモノがインターネットに

つながり、情報のやりとりをすること。それによりデータ化やそれに基づく自動化等が進展し、

新たな付加価値を生み出す。 
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用語解説   

 

 

 

 

▶ＰＤＣＡサイクル（ぴーでぃーしーえーさいくる） 

行動プロセスの管理手法のひとつで、企業活動において業務を継続的に改善していくための

マネジメントツール。Plan（計画）→ Do（実行）→ Check（評価）→ Act（改善）の 4段階を

繰り返すことによって、業務を継続的に改善する。 

 

▶ＰＦＩ（ぴーえふあい） 

Private Finance Initiative の略。公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の資金、経

営能力及び技術的能力を活用して行う公共事業の手法。 

▶ＰＰＰ（ぴーぴーぴー） 

Public Private Partnership の略称。行政と民間が連携して、公共サービスの効率化や向上

を図るもの。代表的な手法として、PFI（Private Finance Initiative：公共施設等の設計、建

設、維持管理及び運営に民間の資金と経営能力、技術力を活用して、民間主導で公共サービスの

提供や効率化を図る手法）、指定管理者制度*等が挙げられる。 

 

 

▶ＳＤＧｓ（えすでぃーじーず） 

Sustainable Development Goalsの略称。2015年 9月の国連サミットで採択された「持続可

能な開発のための 2030 アジェンダ」にて定められた 2030 年までに持続可能でよりよい世界を

目指す持続可能な開発目標のこと。貧困の根絶、ジェンダー平等、気候変動対策などの 17 の  

ゴールと 169 のターゲットを定めている。 

▶ＳＮＳ（えすえぬえす） 

Social Networking Service の略称。登録された利用者同士が交流できる Web サイトの会員

制サービスのこと。 
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